
第12期

定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知

2018年6月19日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

日 時

東京都港区芝公園四丁目８番１号

ザ・プリンス パークタワー東京
地下２階　ボールルーム
※   昨年と会場が異なりますので、裏表紙の｢株主
総会会場ご案内図｣をご参照のうえ、お間違え
のないようご注意ください。

場 所

株主総会に当日ご出席いただけない方

2018年6月18日（月曜日）
午後5時15分

議 決 権
行使期限

同封の議決権行使書のご返送又はインターネット等により
議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

詳細は5～7頁の ｢議決権行使についてのご案内｣ を
ご参照ください。
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お客さまの声を明日への羅針盤とする
「最も身近で信頼される銀行」を目指します。

経営理念

信　頼 法令等を遵守し、お客さまを始め、
市場、株主、社員との信頼、社会への貢献を大切にします

変　革 お客さまの声・環境の変化に応じ、
経営・業務の変革に真摯に取り組んでいきます

効　率 お客さま志向の商品・サービスを追求し、
スピードと効率性の向上に努めます

専門性 お客さまの期待に応えるサービスを目指し、
不断に専門性の向上を図ります
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　平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申
し上げます。
　当行は、2018年５月に「『やっぱり、ゆ
うちょ』と言われることを、もっと。」をス
ローガンとする新たな中期経営計画を策定
しました。
　お客さまへの「新しいべんり」、「安心」
の提供、資本の有効活用による国際分散投
資の推進及び国内産業へのリスクマネー供
給、地域経済の活性化を通じた日本経済発
展への貢献を将来に展望し、各種施策に取
り組んでまいります。
　郵便局ネットワークを通じて、全国の幅
広いお客さま、小さなお子さまからご高齢
の方まで、お一人おひとりの人生をしっか
りとサポートし、共に歩んで行くことで、
ゆうちょ銀行としてのブランドを構築して
いきます。
　引き続き、企業価値向上のため、ゆうち
ょ銀行、そして日本郵政グループ一丸とな
って取り組んでまいりますので、株主の皆
さまにおかれましては、今後とも格別のご
理解とご支援を賜りますよう、よろしくお
願い申し上げます。

株式会社ゆうちょ銀行
取締役兼代表執行役社長

株主の皆さまへ
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招集ご通知

3

証券コード 7182

2018 年 5 月 31 日

株 主 各 位
本社所在地：東京都千代田区霞が関一丁目3番2号

（登記上の本店所在地：東京都千代田区丸の内二丁目7番2号）
　

取締役兼代表執行役社長 池 田 憲 人
　

第12期定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当行第12期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申し上げます。

　当日ご出席いただけない場合は、書面（議決権行使書用紙）又は電磁的方法（イ

ンターネット等）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後

記の株主総会参考書類（9～25頁）をご検討の上、「議決権行使についてのご案内」

（5～7頁）に従いまして、2018年6月18日（月曜日）午後5時15分までに議決権を

ご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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当行ウェブサイト  https://www.jp-bank.japanpost.jp/ 検 索ゆうちょ銀行

　
記

　

１. 日 時 2018年6月19日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
２. 場 所 東京都港区芝公園四丁目８番１号

ザ・プリンス パークタワー東京 地下２階 ボールルーム

　当行は、第11期定時株主総会を神奈川県横浜市の横浜アリーナで開催い
たしましたが、本株主総会におきましては、より多くの株主さまにご来場
いただけるよう、上記会場で開催することといたしました。
　ご来場の際は、裏表紙の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、
お間違えのないようご注意ください。

３. 目的事項 報告事項
第12期（2017年４月１日から2018年３月31日まで）事業報告、計算書類、連
結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第１号議案 資本準備金の額の減少の件
第２号議案 取締役11名選任の件

以 上
　
■ 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、計算書類の個別注記表及び連結計算書類の連結注記表につき
ましては、法令及び当行定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当行ウェブサイトに掲載しており
ますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。なお、会計監査人及び監査委員会が監査した
計算書類及び連結計算書類には、当行ウェブサイトに掲載している個別注記表及び連結注記表を含みます。

■ 株主総会参考書類、事業報告、計算書類、連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当行ウ
ェブサイトに掲載させていただきます。
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2018年６月18日（月曜日）午後5時15分まで行使期限

2018年６月18日（月曜日）午後5時15分到着分まで行使期限議決権行使書

■ インターネットで議決権行使

■ 郵送で議決権行使

議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスし、画面の案内に従って、
上記の行使期限までに賛否をご入力ください。詳細は次頁をご覧ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、
上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

なお、賛否の表示がない場合には、「賛」の表示があったものとしてお取扱いいたします。

議決権行使書用紙のご記入方法 こちらに、議案の賛否をご表示ください。

株主総会にご出席いただける場合

株主総会にご出席いただけない場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

第１号議案 賛成の場合 「賛」の欄に○印
否認の場合 「否」の欄に○印

第２号議案

全員賛成の場合 「賛」の欄に○印
全員否認の場合 「否」の欄に○印
一部の候補者を
否認する場合

「賛」の欄に○印をし、否認する
候補者の番号を記入

2018年６月19日（火曜日）午前10時
（受付開始　午前9時）
東京都港区芝公園四丁目８番１号
ザ・プリンス パークタワー東京
地下２階　ボールルーム
（昨年と会場が異なります。）

日　時

場　所

議決権行使についてのご案内
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クリック

クリック

入　力

以降は画面の案内に従ってご入力ください。

インターネットによるアクセス手順
パソコン、スマートフォン又はタブレット端末から議決権行使ウェブサイトに
アクセスし、同封の議決権行使書用紙に表示された 「議決権行使コード」及び
「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従ってご入力ください。
バーコード読取機能付のスマートフォン等を利用して左の「QRコード」を読み
取り、議決権行使ウェブサイトに接続することも可能です。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「次へすすむ」をクリックしてください。 同封の議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力いただき、
「ログイン」をクリックしてください。

https://www.web54.net議決権行使ウェブサイト

議決権行使ウェブサイトへアクセス1 ログインする2

3

インターネットで議決権行使をする場合
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（1）  郵送とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによ
るものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

（2）  インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効
な議決権行使として取り扱わせていただきます。

●  議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主さまのご
負担となります。

●  インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行
使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

ご注意

重複して行使された議決権の取扱いについて

機関投資家の皆さまへ
株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場
合には、当該プラットフォームにより議決権をご行使いただけます。

【株主名簿管理人】三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

ふ0120-652-031（フリーダイヤル）
（受付時間 午前９時～午後９時）

インターネットによる 
議決権行使について
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2018年５月15日開催の取締役会において、次のとお
り決議いたしましたのでお知らせいたします。

　当行は、中間配当及び期末配当による年２回の剰余金の配当を行うことを基本としておりま
す。
　2018年５月15日開催の取締役会において、2018年６月20日を効力発生日（支払開始日）と
して、１株につき25円の期末配当金をお支払いすることを決議いたしました。
　なお、中間配当金として１株につき25円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は
１株につき50円となります。

　 ｢期末配当金領収証｣（銀行振込ご指定の方には「配当金計算書」及び ｢お振込みについて｣）は、
2018年６月19日開催の第12期定時株主総会決議ご通知に同封してご送付申し上げる予定です。

1 効力発生日（支払開始日）

2018年６月20日
2期末配当金

1株当たり25円

主なお手続き、ご照会等の内容主なお手続き、ご照会等の内容
■ 配当金受領方法の指定のお手続き
■ 住所・氏名変更等のお手続き
■ 単元未満株式の買取・買増請求のお手続き
■ 相続のお手続き

■ 支払期間経過後の配当金に関するご照会
■ 郵送物等の発送と返戻に関するご照会
■ 各種証明書の発行に関するお手続き
■ その他株式事務に関する一般的なお問い合わせ

配当金について

口座を開設されている証券会社等

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
　  0120-581-841（フリーダイヤル）

（受付時間　土・日・祝祭日を除く午前９時～午後５時）

お問い合わせ先お問い合わせ先
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株主総会参考書類

9

議案及び参考事項
　
第１号議案 資本準備金の額の減少の件
　今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第448条第１項の規定に基づき、
資本準備金の額を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

（１）減少する準備金の項目及びその額
資本準備金 4,296,285,955,819円のうち796,285,955,819円
　

（２）増加する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 796,285,955,819円
　

（３）資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
　 2018年7月31日
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第２号議案 取締役11名選任の件
　
　取締役全員（13名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決
定に基づき、取締役11名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。
　
候補者番号 氏 名 現在の当行における地位及び担当

1 再 任 池田 憲人（いけだ のりと） 取締役兼代表執行役社長

2 再 任 田中 進（たなか すすむ） 取締役兼代表執行役副社長

3 再 任 長門 正貢（ながと まさつぐ） 取締役 指名委員長 報酬委員

4 再 任 中里 良一（なかざと りょういち）取締役 監査委員（常勤）

5 再 任 有田 知德（ありた ともよし） 取締役 監査委員長 指名委員 社 外 独 立

6 再 任 野原 佐和子（のはら さわこ） 取締役 監査委員 社 外 独 立

7 再 任 町田 徹（まちだ てつ） 取締役 監査委員 社 外 独 立

8 再 任 明石 伸子（あかし のぶこ） 取締役 社 外 独 立

9 再 任 池田 克朗（いけだ かつあき） 取締役 監査委員 報酬委員 社 外 独 立

10 再 任 野本 弘文（のもと ひろふみ） 取締役 指名委員 報酬委員 社 外 独 立

11 新 任 中鉢 良治（ちゅうばち りょうじ） 社 外 独 立
　

社 外 ：社外取締役候補者 独 立 ：独立役員候補者
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株主総会参考書類
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再 任

所有する当行株式数
　3,200株

取締役在任年月数
　2年

取締役会への出席状況
　100％（12回／12回）

地位及び担当
取締役兼代表執行役社長

候補者
番 号１

いけ だ のり と

池田 憲人（1947年12月9日生）

取締役候補者とした理由
株式会社横浜銀行取締役、株式会社足利銀行頭取等を歴任すると
ともに、当行代表執行役社長として当行の経営を担っており、そ
の豊富な経験と実績を活かして、当行取締役会の意思決定機能及
び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためで
あります。

略歴
1970年 4 月 株式会社横浜銀行入行
1996年 6 月 同社取締役融資管理部長
1997年 6 月 同社取締役総合企画部長
2001年 4 月 同社代表取締役（CFO 最高財務責任者）
2002年 4 月 同社代表取締役（CPO 最高人事責任者）
2003年 6 月 同社取締役

横浜キャピタル株式会社代表取締役会長
2003年12月 株式会社足利銀行頭取（代表取締役）
2004年 6 月 同社頭取（代表執行役）
2008年 9 月 A.T.カーニー特別顧問
2012年 2 月 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構代表取締

役社長
2016年 4 月 当行代表執行役社長
2016年 6 月 当行取締役兼代表執行役社長（現任）

日本郵政株式会社取締役（現任）
重要な兼職の状況：日本郵政株式会社取締役

株式会社ファンケル社外取締役
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再 任

所有する当行株式数
　2,500株

取締役在任年月数
　5年

取締役会への出席状況
　100％（12回／12回）

地位及び担当
取締役兼代表執行役副
社長
（社長補佐、コーポレ
ートスタッフ部門（調
査部、財務部、IR部、
広報部、お客さまサー
ビス推進部、総務部除
く））

候補者
番 号２

た なか すすむ

田中 進（1959年8月23日生）

取締役候補者とした理由
当行コーポレートスタッフ部門等において要職を歴任するととも
に、当行代表執行役副社長として当行の経営を担っており、その
豊富な経験と実績を活かして、当行取締役会の意思決定機能及び
監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであ
ります。

略歴
1982年 4 月 郵政省入省
2000年 7 月 同省郵務局国際課長
2001年 1 月 総務省郵政企画管理局郵便企画課国際企画室長
2001年 7 月 同省郵政企画管理局貯金経営計画課長
2003年 1 月 郵政事業庁貯金部資金運用課長
2003年 4 月 日本郵政公社郵便貯金事業本部企画部長
2004年 6 月 内閣官房郵政民営化準備室参事官
2006年 9 月 日本郵政公社金融総本部郵便貯金事業本部企画部長
2007年10月 当行執行役
2009年 6 月 当行常務執行役
2010年10月 日本郵政株式会社常務執行役（現任）
2012年 4 月 当行専務執行役
2013年 6 月 当行取締役兼執行役副社長
2015年 3 月 当行取締役兼代表執行役副社長（現任）
重要な兼職の状況：日本郵政株式会社常務執行役
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再 任

所有する当行株式数
　1,900株

取締役在任年月数
　3年1か月

取締役会への出席状況
　100％（12回／12回）

指名委員会への出席状況
100％（2回／2回）

報酬委員会への出席状況
100％（2回／2回）

地位及び担当
取締役、指名委員長、
報酬委員

候補者
番 号３

なが と まさ つぐ

長門 正貢（1948年11月18日生）

取締役候補者とした理由
シティバンク銀行株式会社等において取締役会長等を歴任すると
ともに、親会社である日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長
として日本郵政グループ全般の経営を担っており、その豊富な経
験と実績を活かして、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能
の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。

略歴
1972年 4 月 株式会社日本興業銀行入行
2000年 6 月 同社執行役員
2001年 6 月 同社常務執行役員
2002年 4 月 株式会社みずほ銀行常務執行役員
2003年 4 月 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員
2006年 6 月 富士重工業株式会社専務執行役員
2007年 6 月 同社取締役専務執行役員
2010年 6 月 同社代表取締役副社長
2011年 6 月 シティバンク銀行株式会社取締役副会長
2012年 1 月 同社取締役会長
2015年 5 月 当行取締役兼代表執行役社長
2015年 6 月 日本郵政株式会社取締役
2016年 4 月 当行取締役（現任）

日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長（現任）
日本郵便株式会社取締役（現任）

2016年 6 月 株式会社かんぽ生命保険取締役（現任）
重要な兼職の状況：日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長

日本郵便株式会社取締役
株式会社かんぽ生命保険取締役
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再 任

所有する当行株式数
　1,900株

取締役在任年月数
　1年

取締役会への出席状況
　100％（10回／10回）

監査委員会への出席状況
　100％（10回／10回）

地位及び担当
取締役、監査委員（常
勤）

候補者
番 号４

なか ざと りょう いち

中里 良一（1954年8月19日生）

取締役候補者とした理由
株式会社日立ソリューションズ等において取締役副社長執行役員
等を歴任するとともに、当行執行役副社長として当行の経営に携
わった経歴を有しており、その豊富な経験と実績を活かして、当
行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果
たすことが期待できるためであります。

略歴
1977年 4 月 株式会社日立製作所入社
1997年 2 月 同社情報システム事業部金融システム本部金融第一

システム部長
2003年 4 月 同社情報・通信グループ金融第一事業部長
2008年 4 月 同社情報・通信グループ金融システム事業部長
2009年10月 同社情報・通信システム社情報・通信グループ金融

システム事業部長
2010年 4 月 同社理事 情報・通信システム社執行役員システム

ソリューション部門COO
2012年 4 月 同社理事 情報・通信システムグループ情報・通信

システム社執行役員技師長兼CIO
2013年 4 月 株式会社日立ソリューションズ専務執行役員
2014年 4 月 同社取締役副社長執行役員
2016年 4 月 当行執行役副社長
2017年 6 月 当行取締役（現任）
重要な兼職の状況：なし
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再 任 社 外 独 立

所有する当行株式数
　3,200株

取締役在任年月数
　8年

取締役会への出席状況
　100％（12回／12回）

指名委員会への出席状況
100％（2回／2回）

監査委員会への出席状況
100％（14回／14回）

地位及び担当
取締役、監査委員長、
指名委員

候補者
番 号５

あり た とも よし

有田 知德（1948年2月1日生）

社外取締役候補者とした理由
長年にわたり法曹の職にあり、その経歴を通じて培った法律の専
門家としての豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、
当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を
果たすことが期待できるためであります。
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経
営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締
役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

略歴
1974年 4 月 神戸地方検察庁検事任官
2001年 6 月 秋田地方検察庁検事正
2002年 8 月 最高検察庁検事
2004年 6 月 名古屋地方検察庁検事正
2005年 9 月 最高検察庁公安部長
2007年 7 月 高松高等検察庁検事長
2008年 7 月 仙台高等検察庁検事長
2009年 1 月 福岡高等検察庁検事長
2010年 4 月 弁護士登録（現職）
2010年 6 月 当行取締役（現任）
重要な兼職の状況：弁護士

WDBホールディングス株式会社社外監査役
ブラザー工業株式会社社外監査役
福山通運株式会社社外取締役

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月15日 10時20分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類
等

監
査
報
告
書

16

再 任 社 外 独 立

所有する当行株式数
　0株

取締役在任年月数
　4年

取締役会への出席状況
　 91％（11回／12回）

監査委員会への出席状況
100％（14回／14回）

地位及び担当
取締役、監査委員

候補者
番 号６

の はら さ わ こ

野原 佐和子（1958年1月16日生）

社外取締役候補者とした理由
複数の研究所等の要職を歴任し、また、政府関係会議の有識者委
員を多数歴任し、国内外の先進的な事業戦略などについての深い
見識を有しており、その豊富な経験・見識を活かして、社外取締
役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十
分な役割を果たすことが期待できるためであります。

略歴
1988年12月 株式会社生活科学研究所入社
1995年 7 月 株式会社情報通信総合研究所入社
1998年 7 月 同社ECビジネス開発室長
2000年12月 有限会社イプシ・マーケティング研究所取締役
2001年12月 株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役

社長（現任）
2006年 6 月 日本電気株式会社社外取締役
2009年11月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授

（現任）
2012年 6 月 株式会社損害保険ジャパン社外監査役
2013年 6 月 NKSJホールディングス株式会社（現：ＳＯＭＰＯ

ホールディングス株式会社）社外取締役（現任）
2014年 6 月 当行取締役（現任）

日本写真印刷株式会社（現：ＮＩＳＳＨＡ株式会
社）社外取締役（現任）

重要な兼職の状況：株式会社イプシ・マーケティング研究所代表
取締役社長
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特
任教授
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社社外取
締役
ＮＩＳＳＨＡ株式会社社外取締役
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再 任 社 外 独 立

所有する当行株式数
　1,800株

取締役在任年月数
　4年

取締役会への出席状況
　100％（12回／12回）

監査委員会への出席状況
100％（14回／14回）

地位及び担当
取締役、監査委員

候補者
番 号７

まち だ てつ

町田 徹（1960年1月16日生）

社外取締役候補者とした理由
大手新聞社の要職を歴任後、ジャーナリストとして活動し、広く
政治、経済等、企業経営を取り巻く事象についての深い見識を有
しており、その豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、
当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を
果たすことが期待できるためであります。
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経
営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締
役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

略歴
1984年 4 月 株式会社日本経済新聞社入社
2002年 6 月 選択出版株式会社入社
2004年 1 月 経済ジャーナリスト（現任）
2014年 6 月 当行取締役（現任）
重要な兼職の状況：経済ジャーナリスト
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再 任 社 外 独 立

所有する当行株式数
　600株

取締役在任年月数
　3年

取締役会への出席状況
　100％（12回／12回）

地位及び担当
取締役

候補者
番 号８

あか し のぶ こ

明石 伸子（1956年4月24日生）

社外取締役候補者とした理由
NPO法人の理事長、政府関係会議の有識者議員等として活動し、
サービス向上、男女共同参画など企業経営を取り巻く事象につい
ての深い見識を有しており、その豊富な経験・見識を活かして、
社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の
強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。

略歴
1979年 8 月 日本航空株式会社入社
1988年 4 月 株式会社テンポラリーセンター（現：株式会社パソ

ナ）入社
1989年12月 株式会社イメージプラン入社
1996年11月 有限会社ブライトン代表取締役（現任）
2003年 3 月 NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事・事務

局長
2006年 6 月 一般社団法人日本ホテルバーメンズ協会理事
2010年 6 月 一般財団法人日本教育再生機構理事
2012年12月 NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事長（現

任）
2013年 9 月 内閣府「男女共同参画推進連携会議」有識者議員

（現任）
2015年 6 月 当行取締役（現任）
重要な兼職の状況：NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事長
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再 任 社 外 独 立

所有する当行株式数
　1,300株

取締役在任年月数
　2年10か月

取締役会への出席状況
　100％（12回／12回）

監査委員会への出席状況
100％（14回／14回）

報酬委員会への出席状況
100％（2回／2回）

地位及び担当
取締役、監査委員、報
酬委員

候補者
番 号９

いけ だ かつ あき

池田 克朗（1951年9月8日生）

社外取締役候補者とした理由
長年にわたり金融機関の経営に携わり、その経歴を通じて培った
経営の専門家としての深い見識とともに、財務・会計に関する専
門的な知識を有しており、その豊富な経験・見識を活かして、社
外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強
化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。

略歴
1974年 4 月 大正海上火災保険株式会社入社
1999年 6 月 三井海上火災保険株式会社経理部長
2003年 6 月 三井住友海上火災保険株式会社取締役執行役員経理

部長
2005年 4 月 同社取締役常務執行役員（経理担当）
2006年 4 月 同社取締役常務執行役員金融サービス本部長（財

務・運用担当）
2008年 4 月 三井住友海上グループホールディングス株式会社取

締役
2010年 4 月 三井住友海上火災保険株式会社取締役専務執行役員

MS&ADインシュアランスグループホールディング
ス株式会社取締役執行役員

2011年 6 月 同社監査役
2015年 8 月 当行取締役（現任）
重要な兼職の状況：なし
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再 任 社 外 独 立

所有する当行株式数
　4,600株

取締役在任年月数
　1年

取締役会への出席状況
　100％（10回／10回）

指名委員会への出席状況
　100％（1回／1回）

報酬委員会への出席状況
　100％（1回／1回）

地位及び担当
取締役、指名委員、報
酬委員

　

候補者
番 号10

の もと ひろ ふみ

野本 弘文（1947年9月27日生）

社外取締役候補者とした理由
長年にわたり株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った
経営の専門家としての豊富な経験・見識を活かして、社外取締役
として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分
な役割を果たすことが期待できるためであります。

略歴
1971年 4 月 東京急行電鉄株式会社入社
2007年 6 月 同社取締役
2008年 1 月 同社常務取締役
2008年 6 月 同社専務取締役
2010年 6 月 同社代表取締役専務取締役
2011年 4 月 同社代表取締役社長
2015年 6 月 同社社長執行役員
2017年 6 月 当行取締役（現任）
2018年 4 月 東京急行電鉄株式会社代表取締役会長（現任）
重要な兼職の状況：東京急行電鉄株式会社代表取締役会長

東急不動産ホールディングス株式会社取締役
株式会社東急レクリエーション取締役
東映株式会社社外取締役
東武鉄道株式会社社外取締役
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新 任 社 外 独 立

所有する当行株式数
　0株

取締役在任年月数
　－

取締役会への出席状況
　－

地位及び担当
　－

　

候補者
番 号11

ちゅう ばち りょう じ

中鉢 良治（1947年9月4日生）

社外取締役候補者とした理由
長年にわたり株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った
経営の専門家としての豊富な経験・見識を活かして、社外取締役
として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分
な役割を果たすことが期待できるためであります。

略歴
1977年 4 月 ソニー株式会社入社
1999年 6 月 同社執行役員
2002年 6 月 同社執行役員常務
2003年 6 月 同社業務執行役員上席常務
2004年 6 月 同社執行役副社長COO
2005年 4 月 同社エレクトロニクスCEO
2005年 6 月 同社取締役代表執行役社長
2009年 4 月 同社取締役代表執行役副会長
2013年 4 月 独立行政法人産業技術総合研究所理事長
2015年 4 月 国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長（現任）
重要な兼職の状況：国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長
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（注）１．長門正貢氏が取締役兼代表執行役社長を務める日本郵政株式会社は、当行の株式の
８９%（自己株式を除く）を保有する親会社です。当行は同社とグループ運営に関
する契約を締結し、同契約に基づき当行は同社に対しブランド価値使用料を支払っ
ているほか、当行と同社の間には不動産賃貸借等の取引関係があります。なお、そ
の他の取締役候補者と当行の間には、特別の利害関係はありません。

２．取締役候補者のうち、有田知德氏、野原佐和子氏、町田徹氏、明石伸子氏、池田克
朗氏、野本弘文氏及び中鉢良治氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号の社外取
締役候補者であります。

３．有田知德氏、野原佐和子氏、町田徹氏、明石伸子氏、池田克朗氏及び野本弘文氏は、
株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保を義務付けている独立役員であ
ります。また、中鉢良治氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び
当行の独立役員指定基準を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定
であります。

４．当行社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって、有田知德
氏は8年、野原佐和子氏及び町田徹氏は4年、明石伸子氏は3年、池田克朗氏は2年
10か月、野本弘文氏は1年となります。

５．当行は、長門正貢氏、中里良一氏、有田知德氏、野原佐和子氏、町田徹氏、明石伸
子氏、池田克朗氏及び野本弘文氏との間に会社法第４２５条第１項に定める最低責
任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。各氏の選任が承認された
場合、当行は各氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。また、中
鉢良治氏の選任が承認された場合、当行は同氏との間に、同様の契約を締結する予
定であります。

以上
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取締役候補者指名基準

（目的）
第１条 本基準は、指名委員会で取締役候補者を指名する際の基準を定める。

（取締役候補者の規模・構成）
第２条 指名委員会は、取締役会全体のバランスに配慮しつつ、専門知識、経験等が異なる多
様な取締役候補者を指名する。
２ 取締役候補者の員数は、定款で定める20名以内の適切な人数とし、原則として、その３
分の１以上は、独立性を有する社外取締役候補者により構成し、また、財務・会計に関する
知見を有する者を１名以上含むものとする。

（社内取締役候補者指名基準）
第３条 指名委員会は、以下の条件を満たす者を当銀行の社内取締役候補者として指名する。
（1）当銀行の業務に関し専門知識を有すること
（2）経営判断能力及び経営執行能力にすぐれていること
（3）指導力、決断力、先見性、企画力にすぐれていること
（4）取締役としてふさわしい人格及び識見を有すること
（5）社内取締役としての職務を遂行するにあたり健康上の支障がないこと

（社外取締役候補者指名基準）
第４条 指名委員会は、以下の条件を満たす者を当銀行の社外取締役候補者として指名する。
（1）経営、財務・会計、法律、行政、社会文化等の専門分野に関する知見を有し、当該専門
分野で相応の実績を上げていること

（2）取締役としてふさわしい人格及び識見を有すること
（3）社外取締役としての職務を遂行するにあたり健康上あるいは業務上の支障がないこと

（欠格事由）
第５条 指名委員会は、以下の条件に該当する者を取締役候補者として指名してはならない。
（1）会社法第331条第１項に定める取締役欠格事由に該当する者
（2）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われ
ている者

（改廃）
第６条 本基準の改廃は指名委員会の決議による。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月15日 10時20分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類
等

監
査
報
告
書

24

【ご参考】「株式会社ゆうちょ銀行独立役員指定基準」

　当行は、次のいずれにも該当しない社外取締役の中から、東京証券取引所の定める独立役員
を指定する。
１．過去に日本郵政グループの業務執行者であった者
２．過去に当行の親会社の業務執行者でない取締役であった者
３．当行を主要な取引先とする者又はその業務執行者等
４．当行の主要な取引先である者又はその業務執行者等
５．当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得、又は得ていたコンサルタント、会
計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該
団体に所属する者又は過去に所属していた者）
６．当行の主要株主（法人である場合には、当該法人の業務執行者等）
７．次に掲げる者（重要でない者を除く。）の配偶者又は二親等内の親族
（1）前記１から６までに掲げる者
（2）日本郵政グループ（当行を除く）の業務執行者
（3）当行の親会社の業務執行者でない取締役
８．当行の業務執行者等が社外役員に就任している当該他の会社の業務執行者等
９．当行から多額の寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体であ
る場合は、当該団体の業務執行者等又はそれに相当する者）
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別記

１．本基準における用語の意義は、次に定めるところによる。
日本郵政グループ 当行、当行の親会社、当行の子会社及び当行の兄弟会社
業 務 執 行 者 会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者
業 務 執 行 者 等 業務執行者又は過去に業務執行者であった者
当 行 を 主 要 な
取 引 先 と す る 者

過去３事業年度における当行からその者への支払の年間平均額が、その者の過去３事業
年度の年間平均連結総売上高の２％以上である者

当 行 の 主 要 な
取 引 先 で あ る 者

過去３事業年度におけるその者から当行への支払の年間平均額が、当行の過去３事業年
度の年間平均連結経常収益の２％以上である者

多 額 の 金 銭
個人：過去３事業年度において年間平均1,000万円以上の金銭
団体：過去３事業年度における当行からその者への支払の年間平均額が、その者の過去

３事業年度の年間平均連結総売上高の２％以上である場合の金銭
主 要 株 主 金融商品取引法第163条第１項に規定する主要株主
多 額 の 寄 付 過去３事業年度において年間平均1,000万円以上の寄付

２．独立役員の属性情報に関し、独立役員に係る取引又は寄付が次に定める軽微基準を充足する場合は、当該独
立役員の独立性に与える影響がないと判断し、独立役員の属性情報の記載を省略する。
（1）取引
① 過去３事業年度における当行から当該取引先への支払の年間平均額が、当該取引先の過去３事業年度の
年間平均連結総売上高の１％未満
② 過去３事業年度における当該取引先から当行への支払の年間平均額が、当行の過去３事業年度の年間平
均連結経常収益の１％未満

（2）寄付
　当行からの寄付が、過去３事業年度において年間平均500万円未満
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〈メ モ 欄〉
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１ 当行の現況に関する事項
　
（1）事業の経過及び成果等
イ．主要な事業内容
　

　当行は、日本郵政グループの一員として銀行業を営んでいます。主な業務は、預金（貯
金）業務、シンジケートローン等の貸出業務、有価証券投資業務、為替業務、国債・投資信
託および保険商品の窓口販売業務、住宅ローン等の媒介業務、クレジットカード業務です。
　
ロ．金融経済環境
　

当年度の経済情勢を顧みますと、不確定な要素から下振れするリスクはあるものの、世界
経済の回復基調が鮮明となりました。海外では、米欧経済は潜在成長率を上回る成長が続
き、中国経済は、緩やかな減速基調にあるものの、底堅く推移しました。我が国経済は、
2016年１－３月期以降、プラス成長となり、安定的に拡大しました。
金融資本市場では、我が国の10年国債利回りは、長短金利操作付き量的・質的金融緩和
政策のもと、概ね0.1%を下回る水準で推移しました。米国の10年国債利回りは、年度当初
から２%台前半での推移となり、2017年９月には北東アジアを巡る地政学リスクの高まり
等から一時2.0%近辺まで低下しました。その後は、FRB（米連邦準備制度理事会）による
９月のバランスシート縮小決定、12月の政策金利引き上げに加え、米税制改革法案の成立
等を受け、上昇基調となり、2018年２月下旬には、物価上昇圧力の高まりによる政策金利
引き上げペースの加速懸念や財政拡張気運の高まり等も重なる中、3.0%近辺まで上昇しま
した。
外国為替市場は、対ドルでは、年度当初から概ね110円をやや上回る水準で推移していま
したが、2018年１月以降、米国通商政策の不透明感や米長期金利上昇に端を発した世界的
な株安等から円高基調となり、３月に一時104円台まで円高が進みました。対ユーロでは、
2017年４月に一時114円台まで円高が進みましたが、欧州政治情勢を巡る先行き不透明感
の後退、欧州金融緩和策の縮小等からユーロ高・円安基調となり、2018年２月上旬に一時
137円台まで円安が進みました。
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2017 2018

日経平均株価は、年度当初から概ね20,000円前後で推移していましたが、2017年10月
以降、衆議院選挙での与党勝利や好調な企業業績、海外株式市場等を受け、上昇基調とな
り、2018年１月に約26年ぶりとなる24,000円台を記録しました。その後は、世界的な株
安、円高が進行する中、下落に転じ、年度末にかけては概ね21,000円台での動きとなりま
した。
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2017年度業績

ハ．事業の経過及び成果
　

　
経常利益 当期純利益 １株当たりの年間配当金 配当性向

4,996億円 3,527億円 50円 53.1%
（前年度比＋575億円） （前年度比＋404億円） （うち期末配当金は25円）

　
■損益の状況
　

　当年度の業務粗利益は、前年度比521億円増加の１兆4,623億円となりました。このうち、
資金利益は、国債利息の減少を主因に、前年度比478億円減少の１兆1,756億円となりまし
た。役務取引等利益は、前年度比98億円増加の964億円となりました。また、その他業務利
益は、外国為替売買損益の増加等により、前年度比901億円増加の1,902億円となりました。
経費は、前年度比111億円減少の１兆450億円となりました。
以上により、金利が低位で推移するなど厳しい経営環境下であるものの、業務純益は前年
度比632億円増加の4,173億円、経常利益は前年度比575億円増加の4,996億円となりまし
た。当期純利益は3,527億円と前年度比404億円の増加となり、通期業績予想の当期純利益
3,500億円に対する達成率は100.7%となりました。

（単位：億円）
2017年度 2016年度 増減

業務粗利益（イ） 14,623 14,102 521
資金利益 11,756 12,235 △478
役務取引等利益 964 866 98
その他業務利益 1,902 1,000 901

経費（ロ） 10,450 10,561 △111
人件費 1,286 1,253 33
物件費 8,389 8,543 △154
税金 774 764 9

一般貸倒引当金繰入額（ハ） 0 △0 0
業務純益（二）＝（イ）ー（ロ）ー（ハ） 4,173 3,540 632
臨時損益（ホ） 823 879 △56
経常利益（ヘ）＝（ニ）＋（ホ） 4,996 4,420 575
当期純利益 3,527 3,122 404
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2017年３月末

（単位：兆円）

2016年３月末

運用資産の推移
■ 国債　■ 外国証券等　■ その他

207.1204.8

82.2

45.3

77.2

68.8

52.9

85.4

62.7
（30.2％）

（28.5％）

（41.2％）

（33.2％）

（25.5％）

（41.2％）

（40.1％）

（22.1％）

（37.6％）

59.2

85.6

2018年３月末

207.7

2017年３月末

（単位：兆円）

2016年３月末

貯金残高の推移
■ 流動性　■ 定期性　■ その他

179.4177.8

63.8

113.8

67.9

111.2

73.7

105.9

0.1 0.1 0.1
2018年３月末

179.8

経営指標は下表のとおりです。
　

2017年度 2016年度 増減
総資産当期純利益率（ROA） 0.16% 0.14% 0.01%
資本当期純利益率（ROE） 3.02% 2.68% 0.34%
経費率（OHR） 71.46% 74.89% △3.42%

　

また、当行は当年度より連結計算書類を作成しており、連結の経常利益は4,996億円、親
会社株主に帰属する当期純利益は3,527億円となりました。

■ 財産の状況
　

当年度末における総資産は、前年度末比１兆617億円増加の210兆6,306億円となりまし
た。運用資産のうち、有価証券は前年度末比4,088億円増加の139兆2,012億円となりまし
た。このうち国債は、低金利環境の継続により、残高が減少する一方で、国際分散投資の推
進により、外国証券等の残高は増加しました。
資金調達の主要勘定である貯金残高は、安定的に推移し、前年度末比4,480億円増加の
179兆8,827億円となりました。
　株主資本が前年度末に比べ1,649億円増加、評価・換算差額等が前年度末に比べ4,318億
円減少し、純資産は11兆5,131億円となりました。株主資本のうち、利益剰余金は２兆
3,990億円となりました。
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事業の概況

【中期経営計画（2015年度～ 2017年度）】

目指す姿

■  約24,000局の郵便局を中心にした全国を網羅する
ネットワークを通じ、お客さま満足度No.1のサー
ビスを提供する「最も身近で信頼される銀行」

■  「本邦最大級の機関投資家」として、適切なリスク
管理の下で、運用の高度化・多様化を推進し、安定
的収益を確保

具体的戦略

1.　1 億人規模のお客さまの生活・資産形成に貢献する
リテールサービスの推進

 ● 安定的な顧客基盤の構築による総預かり資産の拡大
 ● 役務手数料の拡大
 ● 営業基盤の整備
 ● お客さま本位のサービス提供体制の構築

2. 　安定的な調達構造の下、一層の運用収益を求めて、
運用戦略を高度化

3. 　コンプライアンスの徹底を大前提に、上場企業と
しての強靭な経営態勢を構築

■自己資本比率の推移
　
　自己資本比率（単体・国内基準）については、運用の高度化・多様化により前年度末比
4.79%ポイント低下の17.42%となりました。自己資本比率規制上の最低水準である４%に
比べて、なお高い水準を維持しています。

■格付
　当行は、２つの格付機関から、国内金融機関で最高水準の格付を取得しています。
　 （2018年３月31日時点）

格付会社 長期格付 短期格付
Moody's A1 P-1
S&P A+ A-1

　
　

　当行は、2015年度から2017年度を計画期間とする中期経営計画を策定し、計画目標の
達成に向けて取り組みました。
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お客さま基盤の確保と手数料ビジネスの強化

　最終年度である2017年度は、当行の強みを有する分野での業務に特化することを企図し、
「お客さま本位の良質な金融サービスの提供」「地域への資金の循環等」「運用の高度化・多
様化」の３点を基軸に、以下の諸施策に取り組みました。
　
　

　
■お客さまの資産形成のサポート
　
お客さま本位の業務運営の実践により、お客さまのライフスタイルやニーズに応じたコン
サルティング営業、郵便局ネットワークを活用した資産運用商品販売を展開しました。
　具体的には、資産運用コンサルタントの増員・育成に努めたほか、2017年７月以降、投
資信託の販売を行う「投資信託取扱局」、資産運用のご相談や投資信託の紹介を行う「投資
信託紹介局」を拡大しました。
また、新規のお客さまを対象としたキャンペーン等を通じて、裾野拡大に向けた取組みを
継続するとともに、お客さまの多様な資産形成ニーズにお応えできるよう、iDeCo（個人型
確定拠出年金）の商品ラインアップ拡充や信託報酬等の手数料引き下げを実施しました。
　　2018年１月から取扱いを開始した「つみたてNISA」は、初めての投資や少額での積立を
お考えのお客さまに安心してご購入いただける商品を用意しました。
　

2017年６月 2017年７月10日 2018年３月31日
投資信託
取扱局 1,315局 1,328局

（＋13局）
1,416局
（＋88局）

2017年６月 2017年７月10日 2018年３月31日
投資信託
紹介局 805局 16,686局

（＋15,881局）
18,298局
（＋1,612局）

※ゆうちょ銀行では、全店で投資信託を取り扱っています。
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2016年度

（単位：億円）

2015年度

4,270
5,4435,443

投資信託（販売額）の推移

2017年度

7,378

2017年３月末

（単位：億円）

2016年３月末

11,355
13,101

投資信託（純資産残高）の推移

2018年３月末

16,423

ゆうちょ銀行ATM検索アプリ（2017年９月～）

ATMの位置を
地図上に表示

ARモードによる
ルート案内

ゆうちょダイレクト残高照会アプリ（2018年１月～）

　
■ ATMネットワーク・スマートフォン向けサービスの拡充
　
　2016年度に引き続き、16言語対応の小型ATMを全国のファミリーマート店舗等に設置
しました。
　2018年１月には、当行のキャッシュカードをイーネットATM（*）でご利用いただいた際の
手数料を一部無料化しました。当行以外のATMで手数料が無料となることは初めてであり、
お客さまの利便性がさらに高まるものと考えています。
　＊ イーネットATMは株式会社イーネットが設置・運営する銀行共同ATM。全国のファミリーマートなどのコンビニエンスストアや
スーパーなど全国約13,000箇所に設置されています。
　

　このほか、「ゆうちょ銀行ATM検索アプリ」や「ゆうちょダイレクト残高照会アプリ」と
いったスマートフォン向けアプリの提供を開始しました。
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地域への資金の循環等

❶

❷

❸

❹

❺

❻
❼

❽❾

10

11

12

ファンド名称 参加年月
❶ 九州広域復興支援ファンド 2016年７月
❷ KFG地域企業応援ファンド 2016年11月
❸ 北海道成長企業応援ファンド 2016年11月
❹ 中部・北陸地域活性化ファンド 2017年４月
❺ しがぎん本業支援ファンド 2017年６月
❻ とうほう事業承継ファンド 2017年８月
❼ 九州せとうちポテンシャルバリューファンド 2017年10月
❽ みやこ京大イノベーションファンド 2017年11月
❾ MBC Shisaku１号ファンド 2017年12月
みちのく地域活性化ファンド 2018年３月
ふくい未来企業支援ファンド 2018年３月
えひめ地域活性化ファンド 2018年３月

10

11

12

■決済サービスの拡充
　
　2017年７月からビリングシステム株式会社が提供するスマートフォン決済アプリ「PayB
（ペイビー）」において、当行口座からのお支払いが可能となったほか、即時振替サービスを
活用した証券会社等との連携拡大等、決済機能の拡充に努めました。
　2016年度から日本郵便株式会社とともに発行しているVisaプリペイドカード「mijica
（ミヂカ）」は、機能追加や発行地域の拡大等を行いました。
　

　
■地域活性化への貢献
　
　お客さまの大切な資金を地域に循環させていくために、地域金融機関との連携を通じて、
2016年度から地域活性化ファンドへの参加を積極的に推し進めています。2017年度にお
いても、事業承継や起業・創業の支援等を目的として、複数のファンドへの出資を決定しま
した。
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運用の高度化・多様化

【運用の高度化・多様化の方向性】

運用の高度化・多様化
（国際分散投資・リスク分散投資）

上 場 株 式

オルタナティブ資産

デリバティブ取引の活用
（リスク分散・調整）

外 国 国 債
社 債 等

日本国債等

　
■運用の高度化・多様化
　
　国内の低金利環境が継続する中、海外の投資適格債を中心とした外国証券投資を拡大しま
した。また、成長が見込まれる未上場企業等へ投資するプライベートエクイティファンド、
不動産ファンド、ヘッジファンドなどのオルタナティブ投資の着実な積上げを進めました。
　プライベートエクイティ投資による、さらなる収益拡大を図るため、株式会社かんぽ生命
保険と協力し、2018年２月にJPインベストメント株式会社を設立しました。同社では、主
として日本国内の企業を対象に、事業性の評価に基づく投資判断および投資先企業の経営支
援を行い、他の優れたファンド運営者等と共同出資により資金供給を行っていきます。
　

　

■運用態勢・リスク管理態勢の強化
　
運用の高度化・多様化にあわせて、外貨資金の安定的な確保に努めるとともに、外部から
の専門的人材の登用・内部人材の育成により、運用態勢を一層強化しました。
　また、オルタナティブ投資を始めとする投資対象の拡大に対応し、モニタリングの高度化
等により、リスク管理態勢の強化に取り組みました。
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経営基盤の強化

ダイバーシティ・フォーラムの様子 金融教室（出前授業）の様子

　
■経営インフラの整備
　
IR活動・IR態勢の充実、ダイバーシティ・マネジメント（多様な人材の活用）等の推進のほ
か、Fintech（金融とITの融合）への対応、成長分野を中心とした人材育成、システムによる自
動化等も通じた事務の効率化や社員の生産性を高めるための働き方改革を推進しました。
　CSR（企業の社会的責任）では、「安心のサービス」「環境」「ダイバーシティ・マネジメ
ント」「教育」を重点テーマとして、当行の業務の特性を活かして社会の基盤づくりに貢献
しました。

■経費の効率的使用
　
　お客さまサービスの向上や当行の成長に資する分野への投資は積極的に行う一方で、既定
経費の削減やBPR（業務プロセスの変革による生産性の向上）を推進するなど、経費の効率
的使用に取り組みました。
その結果、中期経営計画（2015年度から2017年度）の経営目標としていた物件費削減
については、2014年度対比785億円削減となり、目標（500億円削減）を上回りました。
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「新規業務の認可取得」について

■内部管理態勢の充実
　
「コンプライアンスなくして会社は存続し得ない」との強い信念のもと、各種研修等を通
じたコンプライアンス意識のさらなる浸透や、資産運用商品販売におけるお客さま保護な
ど、企業価値向上に向けた内部管理態勢を一層強化しました。
2017年６月には「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を公表し、その定着・推
進に努めました。2018年３月には、さらなる定着を図るため、同方針の内容を更新し、公
表しています。
また、国際的・社会的要請の高まりを踏まえ、マネー・ローンダリング、テロ資金供与防
止の態勢強化に取り組んでいます。
　

　
「お客さま本位の良質な金融サービスの提供」「地域への資金の循環等」「運用の高度化・
多様化」の３点を基軸に、当行のさらなる企業価値の向上の観点から、2017年６月19日付
で、以下の新規業務の認可を取得しました。

Ⅰ．口座貸越サービス
決済サービスの一環として、残高を超える自動払込等の場合に、不足分を自動的に貸越しするサービス
Ⅱ．地域金融機関との連携に係る業務等
地域金融機関との事務の共同化など、当行が、郵政民営化法上実施可能とされている業務に付随する業務等
Ⅲ．市場運用関係業務
資金運用の高度化・多様化に資するため、CDS（クレジット・デフォルト・スワップ）等の市場運用関係業務
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お客さまへの
“新しいべんり”
“安心” の提供

目指す姿
資本の有効活用による
国際分散投資の推進および
国内産業へのリスクマネー供給

中期経営計画

地域経済の活性化を通じた
日本経済発展への貢献

「やっぱり、ゆうちょ」と言われることを、もっと。「やっぱり、ゆうちょ」と言われることを、もっと。

ニ．対処すべき課題
当行は、郵便局のネットワークを中心としたリテール営業力が支える安定した資金調達

や、強固な資本基盤、またこれらの特性を活かしたALM（資産・負債の総合管理）・運用戦
略によって、安定的な利益を計上してきました。
引き続き、厳しい経営環境が見込まれる中、安定的な収益の確保と将来の持続的成長に向

けた取組みが必要と考えており、このような認識のもと、2018年度から2020年度を計画
期間とした新たな中期経営計画を策定しました。

新中期経営計画では、「『やっぱり、ゆうちょ』と言われることを、もっと。」をスローガ
ンに、全社一丸となって目指す姿の実現に向けて各種施策に取り組みます。
　郵便局ネットワークを通じて、全国の幅広いお客さま、小さなお子様からご高齢の方ま
で、お一人おひとりの人生をしっかりとサポートし、共に歩んで行くことで、ゆうちょ銀行
としてのブランドを構築していきます。
あわせて、最新の技術を活用しつつ、お客さまのニーズの変化を踏まえた、新しいサービス提

供スタイルを模索していきます。
チームJPの一員として、郵便局ネットワークの安定的・効率的な運営を支援し、ユニバーサル

サービスの確保に貢献していきます。
　

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月15日 10時20分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



事業報告

39

お客さま本位の良質な金融サービスの提供
　
　Fintechに代表される新たなテクノロジーの活用や、よりお客さまにご相談いただけるよ
うな全国のネットワークの高度化・充実を通じて、お客さまに対して「新しいべんり」と
「安心」を提供します。

■お客さまの資産形成への貢献
　
　お客さま本位の業務運営のもと、資産形成のお役に立てるよう、お客さまのニーズや投資
経験に応じた商品提案を通じ、投資信託等の資産運用商品を提供します。
　資産運用コンサルタントの増員・育成やタブレット等の販売活動ツールを充実させるほ
か、「投資信託取扱局」の拡大により、コンサルティング営業を推進します。また、お客さ
まのニーズに応じた商品ラインアップや「つみたてNISA」対象商品のご案内等により、多
様な資産形成ニーズに応えます。
　就職・退職・相続等、ライフイベントに応じたコンサルティングを充実させ、お客さまの
生涯にわたって暮らしをサポートすることによって、「安心」を提供していきます。
　

■決済サービスの充実
　
　即時振替サービス等の既存のサービスの利用拡大に取り組むとともに、口座貸越サービ
ス・スマートフォン決済等の新たな送金決済サービスの導入に向けて準備を進め、“いつで
もどこでも使える”「新しいべんり」を提供していきます。

■ ATMネットワークの拡充
　
　利便性が高い場所への小型ATMの設置拡大やATMの効果的配置を継続します。加えて、
電子マネーの現金チャージの提携を拡大するなどATMの機能向上に努めます。
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運用の高度化・多様化

地域への資金の循環

　
■運用の高度化・多様化による収益確保
　
国内の低金利の長期化により、運用を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあるものの、資
本の有効活用による国際分散投資の推進、リスク性資産への投資拡大、デリバティブ取引等
の活用による収益性向上を通じて、安定的な収益の確保を目指します。
リスク性資産への投資では、外国証券投資とオルタナティブ投資を引き続き推進します。
オルタナティブ投資のうち、プライベートエクイティファンドへの投資では、JPインベス
トメント株式会社を通じた投資機会も活用し、国内産業へリスクマネーを供給することで、
産業育成に貢献していきます。

　

■財務健全性の確保
　
　運用の高度化・多様化を推進していく中で、国際金融規制の段階的な厳格化も加わり、自
己資本比率の低下が見込まれますが、財務健全性の観点から必要十分な自己資本比率を確保
し、安定的な収益と財務健全性を両立します。また、ALM・運用業務においてリスクアペタ
イト・フレームワーク（*）を導入し、管理態勢を高度化します。
＊ 収益確保と財務健全性を両立させる観点から適切なリスクの種類・水準を明確化し、「執行（経営陣）」の説明責任と「監督（取締
役会）」機能の実効性を高めることで、リスクガバナンスを強化する枠組み
　

　
引き続き、地域金融機関との連携・協働により、地域経済の発展・成長に貢献します。
地域活性化ファンドへの出資を推し進めるとともに、ATMネットワークの活用や事務の
共同化等を通じて、地域金融機関との協業関係を深めます。
さらなる貢献に向けて、案件選定・投資判断などを行うファンド運営（GP：General
Partner）への参入を目指します。
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経営管理態勢の強化
　
■リスクガバナンスの強化
　
　コーポレートガバナンスの強化に向けて、リスクガバナンスの中核となるリスクアペタイ
ト・フレームワークを段階的に導入し、経営管理態勢の高度化を図ります。

■コンプライアンス態勢の強化
　
　コンプライアンス意識のさらなる浸透や資産運用商品販売におけるお客さま保護に引き続
き努めるとともに、マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止の対応を強化して、社会的
責任を果たします。
　

■人事戦略
　
　女性管理社員比率の上昇等も含めたキャリア形成支援、働き方の見直しによる生産性の向
上、社員の多様性に対応した働きやすい職場環境の整備等により、ダイバーシティ・マネジ
メントを推進します。
投資信託の販売拡大、運用の高度化・多様化等の強化分野・成長分野を中心とした人材育
成に注力します。
　

■コストマネジメントの徹底・ITの有効活用
　
Fintech・デジタル技術を活用した業務効率化・生産性向上により、コストマネジメント
を徹底します。経営資源をトランザクション業務（窓口等における定型業務）からコンサル
ティング業務に再配分し、人的資源の有効活用等を進めることで、お客さまサービスの充実
に努めます。
　加えて、お客さまの利便性の向上のため、当行システムと当行外のシステムとの連携強化
に必要なシステム基盤（外部連携基盤：API）の整備・拡大等を進めます。
　

■ ESG（環境、社会、ガバナンス）
　
　CSRの取組みと密接不可分なものとして、持続可能な社会の形成に寄与するための３つの
要素とされるESG（環境、社会、ガバナンス）への対応をさらに推進します。
　
　
　当行は、これらの諸施策を通じて企業価値向上に努めます。株主のみなさまには、今後と
もご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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（2）財産及び損益の状況
（単位：億円）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
貯 金 1,777,107 1,778,719 1,794,346 1,798,827
定期性貯金 1,164,530 1,138,528 1,112,807 1,059,893
その他 612,577 640,191 681,539 738,934
貸出金 27,839 25,420 40,641 61,455
個人向け 2,074 2,007 1,894 1,726
中小企業向け － － － －
その他 25,765 23,412 38,747 59,728
商品有価証券 1 1 0 0
有価証券 1,561,697 1,440,768 1,387,924 1,392,012
国債 1,067,670 822,556 688,049 627,497
その他 494,027 618,211 699,874 764,515
総資産 2,081,793 2,070,560 2,095,688 2,106,306
内国為替取扱高 371,844 412,121 423,149 460,119

外国為替取扱高
百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル
1,112 1,223 1,169 1,267

経常利益
百万円 百万円 百万円 百万円

569,489 481,998 442,085 499,669

当期純利益
百万円 百万円 百万円 百万円

369,434 325,069 312,264 352,745

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
89.58 86.69 83.28 94.09

　

（注）1 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2 貯金は、銀行法施行規則の負債科目「預金」に相当します。
3 2017年度の貸出金が2016年度に比べて増加した要因は、主として国に対する資金の貸付けの増加によるものです。
4 2015年８月１日に普通株式１株につき30株の割合で株式分割を行っております。このため、2014年度期首に当該株式分割
が行われたと仮定して１株当たり当期純利益を算定しております。

5 １株当たり当期純利益は、以下の算式により算定しております。

１株当たり当期純利益 ＝
損益計算書上の当期純利益

普通株式の期中平均発行済株式数 ー 普通株式の期中平均自己株式数
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（ご参考）企業集団の財産及び損益の状況
（単位：億円）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
経常収益 － － － 20,449
経常利益 － － － 4,996
親会社株主に帰属する当期純利益 － － － 3,527
包括利益 － － － △804
純資産額 － － － 115,216
総資産 － － － 2,106,298
（注）1 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

2 当連結会計年度より、連結計算書類を作成しております。

　

（3）使用人の状況
　

当年度末 前年度末
使用人数 13,009人 12,965人
平均年齢 42年７月 42年７月
平均勤続年数 19年１月 19年２月
平均給与月額 399千円 402千円

　

（注）1 使用人数は、臨時従業員（無期転換制度に基づく無期雇用転換者（アソシエイト社員）を含む。）を除いた在籍者数を記載し
ております。

2 平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
3 平均勤続年数は、当行設立以前（民営化前）における勤続年数を含んでおります。
4 平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額で、時間外勤務手当等を含んでおります。
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（4）営業所等の状況
イ．営業所数の推移

当年度末 前年度末
店 うち出張所 店 うち出張所

北海道 5 （ 4） 5 （ 4）
東 北 10 （ 9） 10 （ 9）
関 東 70 （69） 70 （69）
東 京 41 （40） 41 （40）
信 越 6 （ 5） 6 （ 5）
北 陸 4 （ 3） 4 （ 3）
東 海 23 （22） 23 （22）
近 畿 44 （43） 44 （43）
中 国 11 （10） 11 （10）
四 国 6 （ 5） 6 （ 5）
九 州 13 （12） 13 （12）
沖 縄 1 （－） 1 （－）
国内計 234 （222） 234 （222）
海外計 － （－） － （－）
合 計 234 （222） 234 （222）

　

（注）1 当行を所属銀行とする銀行代理業者が銀行代理業を営む営業所又は事務所、当行の無人出張所（当年度末現在4,091箇所）
は除いて記載しております。

2 上記のほか、当年度末現在、海外駐在員事務所を２箇所（前年度末と同数）設置しております。
　
ロ．当年度新設営業所

　該当事項はありません。
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ハ．銀行代理業者の一覧

氏名又は名称 主たる営業所又は
事務所の所在地 銀行代理業以外の主要業務

日本郵便株式会社 東京都千代田区霞が関
一丁目３番２号

郵便業務、保険窓口業務、印紙の売りさばき、地方公共団体か
らの受託業務、生命保険業及び損害保険業の代理業務、国内・
国際物流業、ロジスティクス事業、不動産業、物販業など

ニ．銀行が営む銀行代理業等の状況

所属金融機関の商号又は名称
スルガ銀行株式会社

　

（5）設備投資の状況
イ．設備投資の総額

（単位：百万円）

設備投資の総額 58,818
　

（注） 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

ロ．重要な設備の新設等
（単位：百万円）

内 容 金 額
ゆうちょ総合情報システム 26,610
紙幣硬貨入出金機 10,586
ATM 4,654

　

（注） 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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（6）重要な親会社及び子会社等の状況
イ．親会社の状況

会社名 所在地 主要業務
内容

設立
年月日 資本金

親会社が有する
当行の
議決権比率

その他

日本郵政
株式会社

東京都千代田区
霞が関一丁目３
番２号

持株会社 2006年
１月23日

3,500,000
百万円 89.00％ ―

（注） 議決権比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

ロ．子会社等の状況

会社名 所在地 主要業務内容 設立
年月日 資本金

当行が有する
子会社等の
議決権比率

その他

SDPセンター
株式会社

東京都中央区晴海
一丁目８番10号
トリトンスクエア
X棟43F

銀行事務代行業 1980年
５月28日

2,000
百万円 45.00％ ―

日本ATMビジ
ネスサービス
株式会社

東京都港区浜松町
一丁目30番５号

現金自動入出金
機等の現金装填
及び回収並びに
管理業務

2012年
８月30日

100
百万円 35.00％ ―

JP投信
株式会社

東京都中央区日本
橋本町一丁目５番
11号

投資運用業、第
二種金融商品取
引業

2015年
８月18日

500
百万円 45.00％ ―

JPインベスト
メント株式会
社

東京都千代田区霞
が関一丁目３番２
号

有価証券等に関
する投資運用業
務

2018年
２月９日

750
百万円 50.00％ ―

　

（注） 議決権比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
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■重要な業務提携の概況

１ 当行は、郵政民営化法第98条第２項第２号の規定により、銀行代理業務を日本郵便株式会
社に委託しております。また、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第５条の責務を果たす
ために、銀行窓口業務契約を締結しております。
　
２ 当行は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第15条の規定により、独立行政
法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が日本郵政公社から承継した郵便貯金の管理業務を受託
しております。
　
３ ATM・CD提携
当行は、次の金融機関と提携し、現金自動預払機等による現金の引き出し等のサービスを実
施しております。
　都市銀行（５行）、信託銀行（３行）、外国銀行（２行）、地方銀行（64行）、第二地方銀行
（41行）、その他の銀行（13行）、株式会社商工組合中央金庫（１金庫）、信用金庫（261金
庫）、信用組合（121組合）、労働金庫（13金庫）、信用農業協同組合連合会（32連合会）、農
業協同組合（652組合）、信用漁業協同組合連合会（28連合会）、漁業協同組合（73組合）、証
券会社（12社）、生命保険会社（９社）、クレジットカード会社（48社）、その他（４社）

　
（7）事業譲渡等の状況
事業譲渡等の日付 事業譲渡等の状況

2018年２月９日
当行は、JPインベストメント株式会社の発行する普通株式、種類株式を取得しております。
なお、持株数は99,167株（うち普通株式2,500株、種類株式96,667株）、出資金額は
991百万円（うち普通株式25百万円、種類株式966百万円）となっております。

（8）その他銀行の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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２ 会社役員（取締役及び執行役）に関する事項
　

（1）会社役員の状況

取締役 （年度末現在）
氏 名 地位及び担当 重要な兼職 その他

池田 憲人 取締役 日本郵政株式会社取締役
株式会社ファンケル社外取締役 ―

田中 進 取締役 日本郵政株式会社常務執行役 ―

佐護 勝紀 取締役 ―

長門 正貢
取締役
指名委員（委員長）
報酬委員

日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長
日本郵便株式会社取締役
株式会社かんぽ生命保険取締役

―

中里 良一 取締役
監査委員 ―

有田 知德
取締役（社外役員）
監査委員（委員長）
指名委員

弁護士
WDBホールディングス株式会社社外監査役
ブラザー工業株式会社社外監査役
福山通運株式会社社外取締役

―

野原 佐和子 取締役（社外役員）
監査委員

株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社社外取締役
NISSHA株式会社社外取締役

―

町田 徹 取締役（社外役員）
監査委員 経済ジャーナリスト ―

明石 伸子 取締役（社外役員） NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事長 ―
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氏 名 地位及び担当 重要な兼職 その他

壺井 俊博 取締役（社外役員）
監査委員 ―

池田 克朗
取締役（社外役員）
監査委員
報酬委員

長年にわた
り金融機関
の経営に携
わるなど、
財務及び会
計に関する
相当程度の
知見を有す
るもの

岡本 毅
取締役（社外役員）
報酬委員（委員長）
指名委員

東京ガス株式会社取締役会長 ―

野本 弘文
取締役（社外役員）
指名委員
報酬委員

東京急行電鉄株式会社代表取締役社長
東急不動産ホールディングス株式会社取締役
株式会社東急レクリエーション取締役
東映株式会社社外取締役
東武鉄道株式会社社外取締役

―

　

（注） 1 池田憲人、田中進、佐護勝紀の３氏は執行役を兼務しております。
2 中里良一、壺井俊博の２氏は、常勤の監査委員であります。常勤の監査委員を選定する理由は、取締役会以外の重要な会議
等への出席や、内部統制部門との連携を密にすることにより、監査委員会による監査の実効性を高めるためであります。

3 社外取締役である有田知德、野原佐和子、町田徹、明石伸子、池田克朗、岡本毅、野本弘文の７氏は、株式会社東京証券取
引所の規定する独立役員であります。

4 2017年６月20日開催の定時株主総会において、中里良一、野本弘文の２氏が取締役に新たに選任され、同日付で就任いた
しました。

5 2017年６月20日開催の定時株主総会の終結の時をもって、根津嘉澄氏は任期満了により当行取締役を退任いたしました。
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執行役 （年度末現在）
氏 名 地位及び担当 重要な兼職 その他

池田 憲人 代表執行役社長
日本郵政株式会社取締役
株式会社ファンケル社外
取締役

―

田中 進
代表執行役副社長
（社長補佐及びコーポレートスタッフ部門の業務（調
査部、財務部、IR部、広報部、お客さまサービス推
進部及び総務部の業務を除く。）に関する事項）

日本郵政株式会社常務執
行役 ―

佐護 勝紀 代表執行役副社長
（市場部門の業務に関する事項） ―

萩野 善教 執行役副社長
（システム部門の業務に関する事項）

日本郵政インフォメーシ
ョンテクノロジー株式会
社取締役

―

村島 正浩
専務執行役
（営業部門の業務に関する事項並びに直営店及びエリ
ア本部の業務に関する統括）

SDPセンター株式会社社
外取締役 ―

松島 茂樹

専務執行役
（コーポレートスタッフ部門財務部、IR部及び広報部
の業務に関する事項並びにコーポレートスタッフ部
門を担当する代表執行役副社長の補佐（コーポレー
トスタッフ部門経営企画部IFRS準備室に関する業務
の総括に限る。））

―

志々見 寛一 専務執行役
（リスク管理部門の業務に関する事項） ―

堀 康幸 常務執行役
（事務部門の業務に関する事項） ―

西森 正広 常務執行役
（監査部門の業務に関する事項） ―
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氏 名 地位及び担当 重要な兼職 その他

相田 雅哉 常務執行役
（コンプライアンス部門の業務に関する事項） ―

矢野 晴巳
常務執行役
（コーポレートスタッフ部門を担当する代表執行役副
社長の補佐（コーポレートスタッフ部門経営企画部
ALM企画室に関する業務の総括に限る。））

―

林 鈴憲
常務執行役
（コーポレートスタッフ部門を担当する代表執行役副
社長の補佐（コーポレートスタッフ部門人事部に関
する業務の総括に限る。））

日本郵政スタッフ株式会
社取締役 ―

小野寺 敦子
常務執行役
（コーポレートスタッフ部門調査部、お客さまサービ
ス推進部及び総務部の業務に関する事項）

―

牧野 洋子
執行役
（コーポレートスタッフ部門を担当する代表執行役副
社長の補佐（コーポレートスタッフ部門ダイバーシ
ティ推進部に関する業務の総括に限る。））

―

天羽 邦彦
執行役
（市場部門を担当する代表執行役副社長の補佐（市場
部門債券投資部に関する業務の総括に限る。））

―

新村 真
執行役
（リスク管理部門を担当する専務執行役の補佐（リス
ク管理部門審査部に関する業務の総括に限る。））

―

尾形 哲 執行役
（システム部門を担当する執行役副社長の補佐） ―

小藤田 実
執行役
（東京エリア本部に関する事項及び営業部門を担当す
る専務執行役の補佐（直営店及びエリア本部の業務
に限る。））

―
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氏 名 地位及び担当 重要な兼職 その他

大野 利治

執行役
（コーポレートスタッフ部門財務部を担当する専務執
行役の補佐及びコーポレートスタッフ部門を担当す
る代表執行役副社長を補佐する専務執行役の補佐
（コーポレートスタッフ部門経営企画部IFRS準備室に
関する業務の総括に限る。））

―

櫻井 重行

執行役
（コーポレートスタッフ部門総務部を担当する常務執
行役の補佐及びコーポレートスタッフ部門を担当す
る代表執行役副社長を補佐する執行役の補佐（コー
ポレートスタッフ部門経営企画部に関する業務のう
ち株主総会に係る業務に限る。））

―

石井 正敏
執行役
（システム部門を担当する執行役副社長を補佐する執
行役の補佐（システム部門システム開発第二部に関
する業務の総括に限る。））

―

玉置 正人
執行役
（リスク管理部門を担当する専務執行役の補佐(リスク
管理部門リスク管理統括部に関する業務の総括に限
る。））

―

田中 隆幸
執行役
（営業部門を担当する専務執行役の補佐（営業部門の
業務のうち企画に係る業務並びに営業部門ATM企画
部及び営業第三部に関する業務の総括に限る。））

―

奈倉 忍
執行役
（コーポレートスタッフ部門を担当する代表執行役副
社長の補佐（コーポレートスタッフ部門経営企画部
に関する業務の総括に限る。））

―

小塚 健一 執行役
（監査部門を担当する常務執行役の補佐） ―
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氏 名 地位及び担当 重要な兼職 その他

近藤 伊久代 執行役
（名古屋貯金事務センターに関する事項） ―

　

（注） 1 池田憲人、田中進、佐護勝紀の３氏は取締役を兼務しております。
2 2017年６月20日開催の定時株主総会の終結後最初に招集された取締役会において小野寺敦子、萩野善教、小塚健一、近藤
伊久代の４氏が執行役に新たに選任され、小野寺敦子氏は2017年６月23日付、萩野善教、小塚健一、近藤伊久代の３氏は
2017年７月１日付で就任いたしました。

3 2017年６月20日開催の定時株主総会の終結後最初に招集された取締役会において、萩野善教氏は執行役副社長、小野寺敦
子氏は常務執行役に選定されました。

4 2017年６月20日開催の定時株主総会の終結後最初に招集された取締役会の終結の時をもって中里良一、向井理希、川﨑ふ
じえ、岩下好子の４氏は任期満了により当行執行役を退任いたしました。

5 当事業年度末日後に生じた執行役の異動として、2018年５月15日開催の取締役会において、田原邦男氏が執行役に新たに
選任されたうえ、専務執行役として選定され、同日付で就任いたしました。
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（2）会社役員に対する報酬等
（単位：百万円）

区 分 支給人数 報酬等
取締役 10名 105
執行役 30名 761
計 40名 867

　

（注）1 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役と執行役の兼務者に対しては、取締役としての報酬等は支給しておりません。
3 取締役の支給人数は、無報酬の取締役１名を除いております。
4 執行役の報酬等の額には、役員退職慰労金の支払いに係る費用13百万円及び株式報酬として当年度に費用計上した額116百
万円が含まれております。役員退職慰労金制度は2013年６月に廃止しておりますが、引き続き在任する役員に対しては、制
度廃止までの在任期間に係る役員退職慰労金を退任時に支給することとしております。

　
■各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針

　当行の取締役及び執行役の報酬については、報酬委員会が「取締役及び執行役の個人別の報酬
等の内容に係る決定に関する方針」を次のとおり定め、この方針に則って報酬額を決定しており
ます。　　１ 報酬体系
　(1) 取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての報酬を支給する。
　(2) 当行の取締役が受ける報酬については、経営等に対する責任の範囲・大きさを踏まえ、
職責に応じた確定金額報酬を支給するものとする。

　(3) 当行の執行役が受ける報酬については、職責に応じた基本報酬（確定金額報酬）及び業
績連動型の株式報酬を支給するものとし、持続的な成長に向けた健全なインセンティブと
して機能する仕組みとする。　　２ 取締役の報酬
　取締役の報酬については、経営の監督という主たる役割を踏まえ、職責に応じた一定水準
の確定金額報酬を支給し、その水準については取締役としての職責の大きさ並びに当行の現
況を考慮して相応な程度とする。　　３ 執行役の報酬
　執行役の報酬については、役位によって異なる責任の違い等を踏まえ、その職責に応じた
一定水準の基本報酬（確定金額報酬）及び経営計画の達成状況等を反映させた業績連動型の
株式報酬を支給する。
　基本報酬の水準については執行役の職責の大きさと当行の現況を考慮して相応な程度とす
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る。ただし、特別な業務知識・技能が必要な分野を担当する執行役であって、その職責に応
じた報酬によっては他社において当該分野を担当する役員が一般に受ける報酬水準を著しく
下回ることとなる者については、職責に応じた報酬に代え、他社の報酬水準を参考とした報
酬を基本報酬とすることができる。
　株式報酬については、 持続的な成長に向けた健全なインセンティブの観点から、別に定
める職責に応じた基本ポイント及び個人別評価に基づく評価ポイントに経営計画の達成状況
等に応じて変動する係数を乗じて算出されるポイントを毎年付与し、退任時に累積されたポ
イントに応じた株式を給付するものとする。ただし、そのうちの一定割合については、株式
を換価して得られる金銭を給付するものとする。

（3）責任限定契約
氏 名 責任限定契約の内容の概要

長門 正貢

会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、当行と取締役（業務執行取締役等で
あるものを除く。）との間で締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりです。

会社法第423条第１項に定める責任について、取締役（業務執行取締役等であるもの
を除く。）がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会
社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする。

中里 良一
有田 知德
野原 佐和子
町田 徹
明石 伸子
壺井 俊博
池田 克朗
岡本 毅
野本 弘文
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３ 社外役員に関する事項
　

（1）社外役員の兼職その他の状況
氏 名 兼職その他の状況

有田 知德
弁護士
WDBホールディングス株式会社社外監査役
ブラザー工業株式会社社外監査役
福山通運株式会社社外取締役

野原 佐和子
株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社社外取締役
NISSHA株式会社社外取締役

町田 徹 経済ジャーナリスト

明石 伸子 NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事長

岡本 毅 東京ガス株式会社取締役会長

野本 弘文

東京急行電鉄株式会社代表取締役社長
東急不動産ホールディングス株式会社取締役
株式会社東急レクリエーション取締役
東映株式会社社外取締役
東武鉄道株式会社社外取締役

　

（注） 当行と上記の兼職先との間には、特に記載すべき関係はありません。
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（2）社外役員の主な活動状況
氏 名 在任期間 取締役会への出席状況 取締役会における発言

その他の活動状況

有田 知德 ７年９月

当年度取締役会12回開催のうち12回
出席（100％）
当年度指名委員会２回開催のうち２回
出席（100％）
当年度監査委員会14回開催のうち14
回出席（100％）

弁護士等としての専門的見地から、当
行の経営課題等についての発言を行っ
ております。また、監査委員会委員長
として監査委員会を主催しております。

野原 佐和子 ３年９月
当年度取締役会12回開催のうち11回
出席（91％）
当年度監査委員会14回開催のうち14
回出席（100％）

企業経営者として、また、事業戦略の
専門家としての見地から、当行の経営
課題等についての発言を適宜行ってお
ります。

町田 徹 ３年９月
当年度取締役会12回開催のうち12回
出席（100％）
当年度監査委員会14回開催のうち14
回出席（100％）

経済ジャーナリストとしての専門的見
地から、当行の経営課題等についての
発言を適宜行っております。

明石 伸子 ２年９月 当年度取締役会12回開催のうち12回
出席（100％）

特定非営利活動法人の理事長として、
また、政府関係会議の有識者議員とし
ての観点から、議案・審議等につき必
要な発言を適宜行っております。

壺井 俊博 ２年９月
当年度取締役会12回開催のうち12回
出席（100％）
当年度監査委員会14回開催のうち14
回出席（100％）

企業経営者としての専門的見地から、
当行の経営課題等についての発言を適
宜行っております。

池田 克朗 ２年７月

当年度取締役会12回開催のうち12回
出席（100％）
当年度報酬委員会２回開催のうち２回
出席（100％）
当年度監査委員会14回開催のうち14
回出席（100％）

企業経営者としての専門的見地から、
当行の経営課題等についての発言を適
宜行っております。
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氏 名 在任期間 取締役会への出席状況 取締役会における発言
その他の活動状況

岡本 毅 １年９月

当年度取締役会12回開催のうち12回
出席（100％）
当年度指名委員会２回開催のうち２回
出席（100％）
当年度報酬委員会２回開催のうち２回
出席（100％）

企業経営者としての観点から、議案・
審議等につき必要な発言を適宜行って
おります。また、報酬委員会委員長と
して報酬委員会を主催しております。

野本 弘文 ９月

就任後における当年度取締役会10回
開催のうち10回出席（100％）
就任後における当年度指名委員会１回
開催のうち１回出席（100％）
就任後における当年度報酬委員会１回
開催のうち１回出席（100％）

企業経営者としての観点から、議案・
審議等につき必要な発言を適宜行って
おります。

　

（3）社外役員に対する報酬等
（単位：百万円）

支給人数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等
報酬等の合計 ９名 84 －
（注） 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

（4）社外役員の意見
　該当事項はありません。
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４ 当行の株式に関する事項
　

（1）株式数 発行可能株式総数 18,000,000千株
発行済株式の総数 3,749,475千株

　（自己株式750,524千株を除く。）
　

（注） 自己株式には株式給付信託が保有する当行株式（544千株）を
含めておりません。

（2）当年度末株主数 477,500名

（3）大株主

株主の氏名又は名称
当行への出資状況

持株数等 持株比率

日本郵政株式会社 3,337,032千株 88.99％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 23,294千株 0.62％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 19,563千株 0.52％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 10,680千株 0.28％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 8,342千株 0.22％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口１） 7,997千株 0.21％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口２） 7,901千株 0.21％

ゆうちょ銀行社員持株会 7,196千株 0.19％

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 7,063千株 0.18％

THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT 6,301千株 0.16％
　

（注）1 持株数等は、単位未満を切り捨てて表示しております。持株比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
2 持株比率については、自己株式（750,524千株）を除いて算出しております。なお、自己株式には株式給付信託が保有する当
行株式（544千株）を含めておりません。
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（4）その他株式に関する重要な事項
■執行役に対する業績連動型株式報酬制度

　当行は、執行役の報酬と株式価値との連動性を明確にし、当行の持続的な成長と中長期的な企
業価値の向上に対する執行役の貢献意識を一層高めるため、信託を活用した業績連動型株式報酬
制度を導入しております。

■管理社員に対する株式給付制度

　当行は、特に高度かつ専門的知識を用いて業務を遂行する市場部門管理社員を対象として、当
行の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意欲を高めるため、信託を活用した株式給付
制度を導入しております。

　

５ 当行の新株予約権等に関する事項
　

（1）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等
　該当事項はありません。
　
（2）事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等
　該当事項はありません。
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６ 会計監査人に関する事項
　

（1）会計監査人の状況
（単位：百万円）

氏名又は名称 当該事業年度に
係る報酬等 その他

有限責任あずさ監査法人
　指定有限責任社員 小澤 陽一
　指定有限責任社員 小林 英之
　指定有限責任社員 冨山 貴広

183

①監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、前
事業年度の監査計画と実績を確認した上で、当事業
年度の監査予定時間及び報酬見積額の妥当性等を検
討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第
399条第１項に定める同意を行っております。
②当行は、会計監査人に対して、公認会計士法第２
条第１項の業務以外の業務である自己資本比率算定
に関する合意された手続による調査業務の委託等の
対価を支払っております。

　

（注）1 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2 当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分
しておらず、実質的に区分できないため、これらの合計金額を記載しております。

3 当行、子会社及び子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 197 百万円

（2）責任限定契約
　該当事項はありません。
　
（3）会計監査人に関するその他の事項
イ．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると判断したときは、会計監
査人を解任する方針です。
　また、監査委員会は、会計監査人の職務遂行の状況等を総合的に勘案し、必要と判断したとき
においては、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針で
す。
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ロ．会社法第444条第３項に規定する大会社である場合には、銀行の会計監査人以外の公認会計
士（公認会計士法第16条の２第５項に規定する外国公認会計士を含む。）又は監査法人（外
国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）が、銀行の重要な子会社及び
子法人等の計算関係書類（これに相当するものを含む。）の監査（会社法又は金融商品取引
法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）をしていると
きは、その事実

　該当事項はありません。
　

７ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する
基本方針

　

　該当事項はありません。
　

８ 業務の適正を確保する体制
　
【コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方】

　

　当行は、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、次の考え方を基本として当
行のコーポレートガバナンス体制を整備してまいります。
　
（１）郵便局をメインとするネットワークを通じて銀行サービスを提供することにより、安定的
な価値を創出するとともに、お客さまにとっての新しい利便性を絶え間なく創造し、質の高
いサービスの提供を追求し続けます。

（２）株主のみなさまに対する受託者責任を十分認識し、株主のみなさまの権利及び平等性が適
切に確保されるよう配慮してまいります。

（３）株主を含むすべてのステークホルダーのみなさまとの対話を重視し、適切な協働・持続的
な共生を目指します。そのため、経営の透明性を確保し、適切な情報の開示・提供に努めま
す。

（４）経済・社会等の環境変化に迅速に対応し、すべてのステークホルダーのみなさまの期待に
応えるため、取締役会による実効性の高い監督の下、迅速・果断な意思決定・業務執行を行
ってまいります。
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リスク管理
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システム
部門 市場部門事務部門 営業部門 エリア本部・

営業所

代表執行役社長

内部統制会議
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相互連携
選定・解職

（専門委員会）
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会計監査

選任・解任

選定・解職

選任・解任

監査部門

報酬委員会指名委員会

（監査委員会事務局）

監査委員会

監督

株主総会

会計監査人取締役会

　
コーポレートガバナンス体制（概要）
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【業務の適正を確保する体制の整備】
　

　当行は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホ並びに会社法施行規則第112条第１項及び第２
項に基づき指名委員会等設置会社の取締役会が決議すべき業務の適正を確保するための体制につ
いては、「内部統制システムの構築に係る基本方針」を、取締役会において決議しております。
　その内容は次のとおりです。

（１）役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 経営理念及び経営計画などの経営に関する基本的な方針を定め、執行役及び使用人（以下
「役職員」という。）が、事業活動のあらゆる局面において法令等を遵守するよう周知徹底を
図る。また、コンプライアンスに関する規程を定め、コンプライアンス態勢を整備する。
ロ 代表執行役社長が指名する執行役で構成する内部統制会議を定期的に開催し、法令等遵守
など内部統制に関する最重要事項について協議する。
ハ コンプライアンスを統括する部署を設置し、コンプライアンスを徹底するための具体的な
実践計画としてコンプライアンス・プログラムを年度ごとに策定、定期的に実施状況の進捗
確認を行うなどコンプライアンスの推進に努めるとともに、コンプライアンスに関する委員
会を設置し、コンプライアンスに関する具体的な運用、諸問題への対応等について協議し、
重要な事項を内部統制会議、経営会議及び監査委員会に報告する。
ニ 役職員が遵守すべき事項を具体的に示した行動指針及び当行の企業活動に関連する法令等
に関する解説等を記載したコンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、役職員が遵
守すべき法令及び社内の規程等に関する研修を実施することなどにより、コンプライアンス
の徹底を図る。
ホ コンプライアンス態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、当行の銀行代理業者であ
る日本郵便株式会社との間に、代表執行役社長等で構成する連絡会議を設置し、日本郵便株
式会社の法令等遵守に係る内部管理態勢の充実・強化に関する事項について協議するととも
に、業務の指導、法令等を遵守させるための研修、業務の実施状況のモニタリング等、日本
郵便株式会社に対する指導・管理のために必要な措置を講じる。
へ 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力
対応規程」等において組織としての対応を定め、組織全体として、違法行為や反社会的行為
には一切関わらず、平素から警察等の外部専門機関と連携をとりながら、反社会的勢力との
関係を遮断し排除する。
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ト 当行の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、財務報告に係る内部
統制に関する規程等を定め、財務報告に係る内部統制の評価及び報告の態勢を整備する。
チ 法令又は社内の規程等の違反又はそのおそれがある場合の報告ルールを定めるとともに、
社内外に内部通報窓口を設け、その利用につき役職員に周知徹底する。
リ 内部監査に関する規程等を定め、内部監査態勢を整備する。また、被監査部門から独立し
た内部監査部門が、法令等遵守状況を含めた事業活動全般の適正性について、実効性ある内
部監査を実施するとともに内部監査の実施状況や内部監査態勢の状況等について、内部統制
会議、経営会議及び監査委員会に報告する。

（２）執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　文書管理に関する規程等を定め、経営会議議事録、稟議書をはじめとする執行役の職務執行
に係る各種情報の保存及び管理の方法並びに体制を明確化し、適切な保存及び管理を図るとと
もに、監査委員会及び内部監査部門の求めに応じ、請求のあった文書を閲覧又は謄写に供す
る。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ リスク管理に関する規程を定め、リスク管理態勢を整備し、リスク管理を実施する。
ロ リスク管理を統括する部署を設置し、リスクの状況を把握し、分析・管理を行うととも
に、リスクへの対処方法や管理手法の是正を行う。また、リスク管理に関する委員会を設置
し、リスク管理態勢の整備・運営に関する事項及びリスク管理の実施に関する事項について
協議し、重要な事項を経営会議及び監査委員会に報告する。
ハ 経営に重大な影響を与えるリスクが顕在化した場合に、迅速かつ適切に対処し、是正手段
をとるため、危機管理に関する規程等を定め、危機管理態勢及び危機対応策等を整備する。

（４）執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 代表執行役社長が指名する執行役で構成する経営会議を定期的に開催し、取締役会決議事
項、代表執行役社長の権限事項その他代表執行役社長が必要と認めた事項について協議す
る。また、経営会議の諮問機関として、必要に応じて専門委員会を設置する。
ロ 組織規程及び職務権限規程を定め、各組織の分掌、執行役の職務権限及び責任等を明確化
し、執行役の職務執行の効率化を図る。
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（５）当行並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び株式会社かんぽ生命保険との間で、日本郵政グ
ループ協定を締結するとともに、日本郵政株式会社との間で日本郵政グループ運営に関する
契約及びグループ運営のルールに関する覚書を締結し、グループ運営を適切かつ円滑に実施
するために必要な事項等について事前協議又は報告を行う。
ロ 子会社等の管理に関する規程を定め、子会社等の業務運営を適切に管理する態勢を整備す
る。
ハ グループ内取引の管理に関する規程を定め、グループ内取引を適正に行う。
　
（６）監査委員会の職務を補助すべき職員に関する事項
　監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置するとともに、監査委員会
の職務を補助するのに必要な知識・能力を有する専属の職員を配置する。
　
（７）監査委員会の職務を補助すべき職員の執行役からの独立性に関する事項
　監査委員会事務局の職員に係る採用、異動、人事評価、懲戒処分は、監査委員会又は監査委
員会が選定する監査委員の同意を得た上で行う。
　
（８）監査委員会の職務を補助すべき職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査委員会事務局の職員は、監査委員会の職務を補助するにあたり、同委員会の指揮命令に
のみ従い業務を実施する。
　
（９）監査委員会への報告に関する体制
イ 執行役は、監査委員会に定期的にその業務の執行状況を報告する。
ロ 取締役（監査委員である取締役を除く。）及び役職員は、経営に重大な影響を及ぼすおそ
れのある重要事項について、速やかに監査委員に報告する。
ハ 内部監査部門は、内部監査の実施状況及び結果について定期的に監査委員会に報告し、経
営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項については速やかに監査委員に報告する。
ニ 役職員並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査委員会の求めに応じて、業務執
行に関する事項を報告する。
ホ 監査委員会への報告を行った者に対し、当該報告等を行ったことを理由として不利益な取
扱いを行ってはならない。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月15日 10時20分 $FOLDER; 67ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



事業報告

67

（10）監査委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査委員が監査委員会の職務について所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が
監査委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができないも
のとする。

（11）その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ 代表執行役社長は、当行の経営の基本方針、対処すべき課題、内部統制システムの機能状
況等の経営上の重要事項について、監査委員会と定期的に意見交換を行い、相互認識を深め
るよう努める。
ロ 監査委員会は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報告を受
けるほか、会計監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて意見交換を行
うなどの連携を図る。
ハ 監査委員会は、その職務の執行に当たり、日本郵政株式会社の監査委員会と定期的に意見
交換を行うなどの連携を図る。

　
【業務の適正を確保する体制の運用状況】
　
（１）役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当行は、法令等の遵守を、経営理念及び経営計画などに明記し、コンプライアンス基本規程
等を定め、顧客保護の態勢も含め、コンプライアンスの重要性について、トップメッセージを
発出し、各種研修等も通じて周知徹底を図っております。
　また、年度ごとにコンプライアンス・プログラムを策定するとともに、コンプライアンス委
員会を開催し、推進状況の確認や課題の協議を行っているほか、内部統制会議において、法令
等遵守など内部統制に関する最重要事項について協議しております。
　さらに、コンプライアンス違反の発生やそのおそれがある場合のコンプライアンス・ライン
への報告義務や内部通報窓口の利用について、研修等で周知しております。
　反社会的勢力に対しては、社内の関係部署間で定期的に協議し、外部専門機関とも連携し
て、組織全体として関係遮断・排除に取り組んでおります。マネー・ローンダリング及びテロ
資金供与対策については、当行が提供する商品・サービスがこれらに利用されることのないよ
う、態勢整備に取り組んでおります。
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　加えて、お客さま本位の取組みの一層の徹底、更なる定着を図るため、金融庁が公表した
「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」
を制定・公表いたしました。

（２）執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当行は、文書管理規程等を定め、文書の保管・保存及び管理方法等を明確にするとともに、
年１回以上、保管・保存文書の管理状況を確認しております。
　

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当行は、年度ごとにリスク管理取組方針を策定し、リスク管理に関する重要な事項について
は、リスク管理委員会等において協議又は報告を行っております。
　当年度は、独立したリスク管理部門が、経営の持続可能性の観点から、経営計画等の妥当性
を検証する態勢を整備しました。
　また、危機管理規程、事業継続計画（BCP）等については、随時見直しを実施するととも
に、危機管理規程、事業継続計画（BCP）に基づき年１回以上の訓練を行っております。

（４）執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当行は、毎週開催される経営会議において、取締役会決議事項、代表執行役社長の権限事項
等について協議しているほか、経営会議の諮問機関として各種専門委員会を開催しておりま
す。
　また、職務権限規程において、執行役は職務の分掌に基づき担当業務の執行を総括する旨規
定されており、執行役の職務分掌については、変更の都度取締役会で決議し、執行役の責任を
明確化しております。

（５）当行並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当行は、日本郵政グループ協定等を締結し、これに則り、日本郵政株式会社との事前協議及
び報告を行い、グループ運営を適切かつ円滑に実施しております。
　また、子会社等経営管理規程に基づき、子会社及び関連会社の事業計画の策定、株主総会の
招集及び議案の決定等の当行の承認事項と規定されている事項について、その適切性を確認の
上、承認を行っております。
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（６）監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査委員会は、監査が実効的に行われることを確保するため、毎月、執行役から業務の執行
状況について報告を受けるほか、経営の基本方針、内部統制システムの機能状況等について、
代表執行役社長、監査部門及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換等を実施しておりま
す。
　また、監査委員会事務局の職員は、監査委員会の指揮命令にのみ従い業務を実施しており、
監査委員会の業務に必要な費用について、措置しております。
　

９ 特定完全子会社に関する事項
　
　該当事項はありません。
　

10 親会社等との間の取引に関する事項
　
イ．当該取引をするに当たり当行の利益を害さないように留意した事項

　当行は、親会社である日本郵政株式会社及びその子会社・関連会社から構成される日本郵政グ
ループ各社と契約を締結し取引しております。
　当行は、当該取引については、契約の締結・改定の際に、取引の目的・必要性、取引条件の適
正性（銀行法に定めるアームズ・レングス・ルール）等を確認しております。

ロ．当該取引が当行の利益を害さないかどうかについての当行の取締役会の判断及びその理由

当行は、グループ内取引の管理に関する規程を定め、契約部署が取引の目的・必要性、取引条
件の適正性等を事前に確認し、案件に応じて法務部・経営企画部等の点検や取締役会の決議を受
ける態勢を整備しております。
　このように、取締役会は、当行のグループ内取引の管理態勢が適切に運営されていることを
もって、日本郵政株式会社との取引の適正性が確保されていることを確認しております。
　なお、当行は日本郵政株式会社と人的・資本的関係等で密接な関係にありますが、当行の責任
により意思決定を行い、独立して経営・事業運営を行っております。
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ハ．取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見

　該当事項はありません。

11 会計参与に関する事項
　
　該当事項はありません。
　

12 その他
　
会社法第459条第１項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役会に
与えられた権限の行使に関する方針（剰余金の配当等の決定に関する方針）
　
　当行は、定款第39条第１項にて「会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令
に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める」と規定しております。
　
　当行は、株主のみなさまへの利益還元を経営における最重要課題の一つとして認識しており、
銀行業の公共性に鑑み、健全経営確保の観点から内部留保の充実に留意しつつ、安定的な配当を
行うことを基本方針としております。
　具体的には、2017年度末までの間は当期純利益に対する配当性向50%以上を目安に、安定的
な１株当たり配当を目指してまいりました。
　今後は、2020年度末までの間は１株当たり年間配当50円を確保し、安定的な１株当たり配当
を目指すとともに、今後の規制動向、利益成長や内部留保の充実等の状況によって、追加的な株
主還元政策を実施することも検討いたします。
　内部留保資金につきましては、企業価値の持続的な向上と財務体質のさらなる強化のため、活
用してまいります。
　当行は、中間配当及び期末配当にて年２回の剰余金の配当を行うことを基本としております。
　こうした方針のもと、当期の配当金につきましては、１株当たり50円（うち中間配当25円、
配当性向53.1%）といたしました。

以 上
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（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） 　 （負債の部） 　
現金預け金 49,288,314 貯金 179,882,759
現金 189,868 振替貯金 14,437,576
預け金 49,098,445 通常貯金 56,961,382

コールローン 480,000 貯蓄貯金 396,265
債券貸借取引支払保証金 8,224,153 定期貯金 8,696,122
買入金銭債権 278,566 特別貯金 1,970,182
商品有価証券 32 定額貯金 97,293,213
商品国債 32 その他の貯金 128,017

金銭の信託 4,241,524 売現先勘定 1,985,285
有価証券 139,201,254 債券貸借取引受入担保金 13,812,123
国債 62,749,725 コマーシャル・ペーパー 191,481
地方債 6,405,190 借用金 2,400
短期社債 229,998 借入金 2,400
社債 10,486,327 外国為替 309
株式 31,167 未払外国為替 309
その他の証券 59,298,846 その他負債 1,950,331

貸出金 6,145,537 未決済為替借 15,757
証書貸付 5,972,878 未払法人税等 70,108
当座貸越 172,658 未払費用 938,741

外国為替 87,487 前受収益 60
外国他店預け 87,487 先物取引差金勘定 141

その他資産 2,442,328 金融派生商品 452,620
未決済為替貸 8,603 金融商品等受入担保金 227,686
前払費用 2,319 資産除去債務 416
未収収益 222,555 その他の負債 244,799
先物取引差入証拠金 139,092 賞与引当金 7,879
金融派生商品 438,152 退職給付引当金 147,095
金融商品等差入担保金 38,953 従業員株式給付引当金 809
その他の資産 1,592,651 役員株式給付引当金 144

有形固定資産 190,098 睡眠貯金払戻損失引当金 86,114
建物 67,270 繰延税金負債 1,050,715
土地 67,628 負債の部合計 199,117,450
建設仮勘定 9,410 （純資産の部）
その他の有形固定資産 45,789 資本金 3,500,000

無形固定資産 52,372 資本剰余金 4,296,285
ソフトウエア 35,764 資本準備金 4,296,285
その他の無形固定資産 16,608 利益剰余金 2,399,031

貸倒引当金 △1,066 その他利益剰余金 2,399,031
繰越利益剰余金 2,399,031

自己株式 △1,300,717
株主資本合計 8,894,599
その他有価証券評価差額金 2,615,432
繰延ヘッジ損益 3,119
評価・換算差額等合計 2,618,551
純資産の部合計 11,513,151

資産の部合計 210,630,601 負債及び純資産の部合計 210,630,601
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72

（単位：百万円）
科 目 金 額

経常収益 2,044,845
資金運用収益 1,502,747
貸出金利息 14,019
有価証券利息配当金 1,460,377
コールローン利息 624
債券貸借取引受入利息 1,417
預け金利息 24,094
その他の受入利息 2,214

役務取引等収益 130,041
受入為替手数料 61,289
その他の役務収益 68,752

その他業務収益 211,627
外国為替売買益 194,930
国債等債券売却益 14,926
金融派生商品収益 1,771

その他経常収益 200,427
償却債権取立益 21
株式等売却益 469
金銭の信託運用益 51,882
その他の経常収益 148,053

経常費用 1,545,176
資金調達費用 331,781
貯金利息 145,129
コールマネー利息 124
売現先利息 17,027
債券貸借取引支払利息 55,272
コマーシャル・ペーパー利息 3,791
金利スワップ支払利息 107,907
その他の支払利息 2,529

役務取引等費用 33,593
支払為替手数料 4,098
その他の役務費用 29,494

その他業務費用 21,400
国債等債券売却損 21,400

営業経費 1,042,860
その他経常費用 115,540
貸倒引当金繰入額 19
株式等売却損 21,735
金銭の信託運用損 949
その他の経常費用 92,835

経常利益 499,669
特別損失 731
固定資産処分損 713
減損損失 17

税引前当期純利益 498,937
法人税、住民税及び事業税 174,218
法人税等調整額 △28,025
法人税等合計 146,192
当期純利益 352,745
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株主資本等変動計算書（2017年４月１日から2018年３月31日まで）
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（単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他
利益剰余金
繰越利益剰余金

当期首残高 3,500,000 4,296,285 2,233,759 △1,300,411 8,729,634
当期変動額
剰余金の配当 　 　 △187,473 △187,473
当期純利益 　 　 352,745 352,745
自己株式の取得 △449 △449
自己株式の処分 143 143
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 　 　 　 　

当期変動額合計 － － 165,271 △306 164,965
当期末残高 3,500,000 4,296,285 2,399,031 △1,300,717 8,894,599
　

　
評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算

差額等合計
当期首残高 3,166,980 △116,577 3,050,403 11,780,037
当期変動額
剰余金の配当 　 　 　 △187,473
当期純利益 　 　 　 352,745
自己株式の取得 △449
自己株式の処分 143
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） △551,548 119,696 △431,851 △431,851

当期変動額合計 △551,548 119,696 △431,851 △266,886
当期末残高 2,615,432 3,119 2,618,551 11,513,151
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〈メ モ 欄〉
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（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） 　 （負債の部） 　
現金預け金 49,288,314 貯金 179,881,329
コールローン 480,000 売現先勘定 1,985,285
債券貸借取引支払保証金 8,224,153 債券貸借取引受入担保金 13,812,123
買入金銭債権 278,566 コマーシャル・ペーパー 191,481
商品有価証券 32 借用金 2,400
金銭の信託 4,241,524 外国為替 309
有価証券 139,200,459 その他負債 1,950,360
貸出金 6,145,537 賞与引当金 7,907
外国為替 87,487 退職給付に係る負債 135,655
その他資産 2,442,327 従業員株式給付引当金 809
有形固定資産 190,104 役員株式給付引当金 144
建物 67,270 睡眠貯金払戻損失引当金 86,114
土地 67,628 繰延税金負債 1,054,220
建設仮勘定 9,410 負債の部合計 199,108,141
その他の有形固定資産 45,796 （純資産の部）

無形固定資産 52,382 資本金 3,500,000
ソフトウエア 35,774 資本剰余金 4,296,285
その他の無形固定資産 16,608 利益剰余金 2,399,162

貸倒引当金 △1,066 自己株式 △1,300,717
株主資本合計 8,894,730
その他有価証券評価差額金 2,615,432
繰延ヘッジ損益 3,119
退職給付に係る調整累計額 7,934
その他の包括利益累計額合計 2,626,485
非支配株主持分 463
純資産の部合計 11,521,680

資産の部合計 210,629,821 負債及び純資産の部合計 210,629,821

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月15日 10時20分 $FOLDER; 76ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類
等

監
査
報
告
書

連結損益計算書（2017年４月１日から2018年３月31日まで）
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（単位：百万円）
科 目 金 額

経常収益 2,044,940
資金運用収益 1,502,747
貸出金利息 14,019
有価証券利息配当金 1,460,377
コールローン利息 624
債券貸借取引受入利息 1,417
預け金利息 24,094
その他の受入利息 2,214

役務取引等収益 130,041
その他業務収益 211,627
その他経常収益 200,523
償却債権取立益 21
その他の経常収益 200,501

経常費用 1,545,286
資金調達費用 331,781
貯金利息 145,129
コールマネー利息 124
売現先利息 17,027
債券貸借取引支払利息 55,272
コマーシャル・ペーパー利息 3,791
その他の支払利息 110,436

役務取引等費用 33,593
その他業務費用 21,400
営業経費 1,042,970
その他経常費用 115,540
貸倒引当金繰入額 19
その他の経常費用 115,520

経常利益 499,654
特別損失 731
固定資産処分損 713
減損損失 17

税金等調整前当期純利益 498,922
法人税、住民税及び事業税 174,218
法人税等調整額 △28,025
法人税等合計 146,192
当期純利益 352,730
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △45
親会社株主に帰属する当期純利益 352,775
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連結株主資本等変動計算書（2017年４月１日から2018年３月31日まで）
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（単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,500,000 4,296,285 2,233,759 △1,300,411 8,729,634
当期変動額
剰余金の配当 △187,473 △187,473
親会社株主に帰属する
当期純利益 352,775 352,775

自己株式の取得 △449 △449
自己株式の処分 143 143
関連法人等への持分法
適用に伴う増加高 100 100

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 165,402 △306 165,096
当期末残高 3,500,000 4,296,285 2,399,162 △1,300,717 8,894,730
　

　
その他の包括利益累計額

非支配
株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益退職給付に係る調整累計額
その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 3,166,980 △116,577 9,239 3,059,643 － 11,789,277
当期変動額
剰余金の配当 △187,473
親会社株主に帰属する
当期純利益 352,775

自己株式の取得 △449
自己株式の処分 143
関連法人等への持分法
適用に伴う増加高 100

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △551,548 119,696 △1,305 △433,157 463 △432,693

当期変動額合計 △551,548 119,696 △1,305 △433,157 463 △267,597
当期末残高 2,615,432 3,119 7,934 2,626,485 463 11,521,680
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独立監査人の監査報告書
2018年５月10日

株式会社ゆうちょ銀行
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 澤 陽 一 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 林 英 之 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 冨 山 貴 広 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ゆうちょ銀行の2017年４月１日
から2018年３月31日までの第12期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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独立監査人の監査報告書
2018年５月10日

株式会社ゆうちょ銀行
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 澤 陽 一 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 林 英 之 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 冨 山 貴 広 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ゆうちょ銀行の2017年４月１日から
2018年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社ゆうちょ銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監 査 報 告 書
　当監査委員会は、2017年４月１日から2018年３月31日までの株式会社ゆうちょ銀行第
12期事業年度における取締役及び執行役の職務の執行について監査いたしました。その方
法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1．監査の方法及びその内容
　監査委員会は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる事項に関する取締役会決
議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取
締役及び執行役並びに使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、
必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査委員会は、監査委員会規則、監査委員会監査規程、監査委員会決議に基づく職務
分担の定め等に従い、当期の監査計画を定め、内部統制部門等と連携の上、重要な会
議に出席し、取締役及び執行役等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社等において業務及び財産の
状況を調査しました。

　 また、子会社については、子会社の取締役及び監査役との意思疎通及び情報の交換を
図りました。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号
ロの判断及びその理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、
その内容について検討を加えました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。
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2．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役及び執行役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容並びに取締役及び執行役の職務
の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当
行の利益を害さないよう留意した事項及び当該取引が当行の利益を害さないかどう
かについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められま
せん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2018年５月14日
株式会社ゆうちょ銀行 監査委員会
監 査 委 員 有 田 知 德 ㊞
監 査 委 員 野 原 佐和子 ㊞
監 査 委 員 町 田 徹 ㊞
監 査 委 員 壺 井 俊 博 ㊞
監 査 委 員 池 田 克 朗 ㊞
監 査 委 員 中 里 良 一 ㊞

（注）監査委員 有田 知德、野原 佐和子、町田 徹、壺井 俊博及び池田 克朗は、会社法第
２条第15号及び第400条第３項に規定する社外取締役です。

　以 上
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薬学部
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ご案内
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地下２階　ボールルーム
東京都港区芝公園四丁目８番１号
※「東京プリンスホテル」ではございませんので、
　お間違えのないようご注意ください。

株主総会会場ご案内図（昨年と会場が異なります。）

2018年6月19日（火曜日）午前10時
受付開始：午前9時
※混雑状況等により受付時間を早める場合がございます。

日 時会 場

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

■ 株主さまへのお土産はご用意しておりません。
■ 当日ご出席の場合は、議決権行使書用紙を会場受付にご提出 
   くださいますようお願い申し上げます。
■ 紙資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますよう
   お願い申し上げます。

JKJY

A E

E

Ⅰ 都営地下鉄三田線　　　　　「芝公園駅」　　　   出口    徒歩約6分
都営地下鉄大江戸線　　　　「赤羽橋駅」　　　　　　    徒歩約8分
都営地下鉄浅草線・大江戸線「大門駅」　　　       出口  徒歩約13分
JR山手線・京浜東北線　　　「浜松町駅」　　　　        徒歩約15分

駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。

赤羽橋口

A4

A6
北口

経路
経路
経路
経路

会場詳細図　地下 2階

化粧室

化粧室

受付

化粧室

エスカレーター

エスカレーター

東エントランス
芝公園駅
大門駅
浜松町駅 方面

南エントランス
赤羽橋駅 方面

喫煙コーナー

第二会場
コンベンション
ホール

第一会場
ボールルーム

ザ・プリンス パークタワー東京
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